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○委員長 （饗庭 敦子 委員）

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の議会運営委員会を

開会いたします。本日の委員会の予定としましては、午後３時ぐらいまで、開催する予

定ですので、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、まず最初に、議会基本条例の検証についてというところで、お手元に、皆

さん資料を配付しておりますので、あとちょっと事務局から御説明いただきます。課長。 

○議事課長 （中山 庄治君）

おはようございます。お手元に資料の基本条例検証アンケート結果という、Ａ４の横

長のやつをごらんください。まず、条分を左に書いております。その次に取り組み状況、

課題問題点などのパーセントですねそれぞれ書いております。最後に、検証結果という

ことで、これはアンケートを集計した、１６名の議員さんのアンケートを集計した結果、

何％、このように、議員が議員各人が思っているということを数値化をしております。

まず、前文につきましては、条例どおり取り組んでいるが６９％、条文にあるがまだ取

り組んでいない１３％、無回答１８％、なお、この無回答というのは、つけてなかった、

忘れてたというのも多分、あるのかなと思いますので、そこら辺は含んで、考えていた

だければと思います。検証結果、条文どおり今後も取り組んでいく８８％、条文を改正

する 0、その他 0、無回答１２ということです。それでは第１条で、次は横にずっと％

読んでいきますので、よろしくお願いします。はい、内容的には、そういう書き方をし

ております。全部はもう読みませんので、それで、条項の下に括弧、○○議員とか、書

いてあるところはそれぞれの議員さんが、アンケートに、特記すべき事項を書いていた

だいたものをまとめております。そういう書き方で、これが、２１条までいきます。１

番最後にその他の御意見ということで、それぞれ、書かれた議員さんの分を書いており

ます。以上です。簡単で申しわけございません。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

はい、今、お手元に配付しましたので、ちょっと目を通していただいて、５分ぐらい

目を通していただいて、その後ちょっと進め方を検討していきたいと思います。しばら

く休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長 （饗庭 敦子 委員） 

はい、それでは、委員会を再開いたします。皆さんのお手元のアンケートを見ていた

だいて、最後のこのその他の、意見のところで岩永議員さんの方から、当面、見直す必

要は感じていないという御意見なんですけれども、ほかの方からはそういう御意見は出

ていないというところで、見直すということで進めていってよろしいでしょうか。何か

皆さんの方から御意見はございますか。喜々津委員。 

○委員（喜々津 英世委員）

見直しとか、現状とかいうよりも、基本的にこの条例に定めた事項で、まだその明確



に、なってない部分、あると思うんですよね。だから、そこらへんを訪問どうするのか 

いうことがまず先だろうと。その、過程で、これは見直しをすべきじゃないかとか、

そういったものが出てくると思うんですが、前提として、見直しということでこの中身

を検証してきて、それから、見直しという形になることかと思います。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

ほかにございませんか。はい、安藤委員。 

○委員（安藤 克彦委員）

その見直しっていうのは条文を見直すっていうことなんですか、運用を見直すってい

うことなんですか。ちょっとそこがはっきりしないんですけど。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

基本的に検証して、条文を見直すのは、最終的に必要であればというところになるか

なと思うんですね、だから検証の段階で、そのままでもその運営をどうにかすればでき

るということであればそのままやっていくというのが基本的かなと思っております。た

だ、この岩永さんの意見としては議論を随分してきたので２年ぐらいしか経過してない

から、しなくてもいいんじゃないかという御意見のようだったので皆さんにちょっとお

諮りしようかなと思ったところです。それでは、検証していくということで進めていき

たいというふうに思います。検証していくに当たってこの条文を１文ずつしていた方が

いいのか、御意見が出ている分を先にするのかそのあたりを、決めていきたいと思うん

ですけれども、最終的には、全体的に、これでいいのかっていう検証が必要かと思いま

すけれどもそのあたりはいかがでしょうか。御意見ないようであれば、一応前文からず

っと進めていきたいということでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい、ではえっと前文のところはですね、各議員に見ていただいたところ、御意見が

なく、条文どおり取り組んでるが６９％で条文にあるがまだ取り組んでいないと思われ

てる方もいらっしゃるんですが、具体的にどこがっていうのはちょっと今のとこわから

ないところなんですけれども、皆さんの中でこの前文に、取り組んでないともし、書か

れた方がいらっしゃったらそのあたりの御意見をいただければと思います。はい、内村

委員。 

○議長（内村 博法議員）

ちょっとアンケートのとり方でですね、条文どおりに取り組んでいるっていう項目あ

りますよね。これはですね、私は、条文等に取り組んでいるっちゅうのは不十分でも取

り組んでるっていうのに、入れたんですよ。不十分な場合でも、１００％そのね、して

なくても、入れてるんですよね、そういう、ただ事務局に聞いたらそういう意味で入れ

てくださいということで、私はそういうことでこれに入れております。だから皆さんが

どういうとり方されてるか、よくわかりませんけども、その一部取り組んどったら、条

文どおりに取り組んでいるというのに入れたんですよね。そこのところが、されとった



はよくわかりませんけども、 

○委員（喜々津 英世委員）

喜々津委員。これを検証する前に、例えば全議員からこの回答があったものと思いま

すけれども、無回答。すべて無回答という議員があったのかどうか。そこら辺はどうな

のか、ちょっと、 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

課長。 

○議事課長 （中山 庄治君）

すべて無回答は岩永議員だけでございます。以上です。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

よろしいですか。今、岩永議員のみということで。だから岩永議員は、最後に文書が

ありますように、見直す必要は感じていないというのは検証も必要ないという意味で書

かれてるということで、先ほどちょっとお諮りしたつもりだったんですけど、すみませ

ん。それでは、はい、はい。はい、河野委員。 

○委員（河野 龍二委員）

はい、私は、どちらに答えたかちょっと記憶が定かでないんですけど、恐らくこの前

文を見るとですね。やはりその姿勢として、前文は前文で尊重する、こういう立場で取

り組まんばいかんけども、まだまだここまで至ってない、議長が言われたようにね、そ

ういうところだと、に回答したんじゃないかなと。だから、例えば町民に信頼される議

会づくりが十分に行われてるかというと、まだまだそうじゃないだろうというところで、

まだ取り組んでないというふうなチェックをしたんじゃないかなと思うんですよ。だか

ら、その辺の、だから条文を変えないといけないかっていうんじゃなくて、この条文前

文、どう思いを持ってやっぱり取り組むべきだというふうな、気持ちだと思うんですね。

これはこれで、ここはもうこのままの方がいいんじゃないかなというふうに思います。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

他にございませんか。無ければ、全文は確かに思いっていうところもありますので、

このまま、これに沿うようにですね、していくという形でいきたいと思います。 

では次にその第１条のところですけれども、第１条も取り組んでないと思われた方は

いないということなので、そのままよろしいかなと思うんですけれども、いかがでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。異議なしということで、第１条もそのまま。 

その次の第２条は、内村委員と安藤委員から御意見がございますので、それを踏まえ

て、検討していきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、喜々津委員。 

○委員（喜々津 英世委員）

この検証結果は、その他の項に６人の方が、改正するじゃなくて、その他というふう



に、入れておられますよね。ですから、ここら辺が、例えば、この下の方に、内村議長

と安藤議員が、思いを書いてくれておりますけれども、改正する必要ないけども、こう

いうこういうした方がどうだろうかという提案があったというふうに理解してよろしい

んですかね。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

この６パーセントということで、１人ということで御理解いただいてよろしいでしょ

うか。はい。はい、この中にある安藤議員の意見としては、研修会を定例前に行うべき

で、開催日を、何ですかね、定例会前とするっていうふうにしたのがいいのか、開催日

を定めておいてはどうかという御意見と思うんですけれども、そのあたりは皆さんいか

がでしょうか。安藤委員。 

○委員（安藤 克彦委員）

はい、皆さん御存じの通り、この基本条例は議員として、これから４年間、しっかり

と守っていかんばいかん、守っていかんばいかんっていうかですね、取り組んでいかん

ばいかんという思いで、いろいろつくったと思うんですよね、やっぱり初議会前にそれ

をすべきじゃないか、一般質問に関してもいろいろ入ってますし、いろんな議員たるも

のということにいろいろ入っているので、６月の定例会前までには開催をすべきじゃな

いかという思いで、ただ書いただけですので、はい。できれば、その前にしておくのが

１番ベスト。当然、今回のでもいいのかもしれないけども、基本理念からも、いろいろ

と考えたら、すべきじゃないか、ただ、どうしても日程的に難しいっていういうのもわ

かるんですよね。だから、そこは出来ないなら出来ないでいいんですけども、ちょっと、

ベストじゃないかということで、ベターじゃないかということで、提案をさせていただ

いてます。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

堤委員。 

○委員（堤 理志委員）

はい、今、安藤委員が言われた、その定例会前に行うべきというのが最もな意見でこ

れはですね。議長、委員長あてに、私たち共産党の議員団からも、申し入れをした中に

１項目目に研修をするということは、記載されてるので、速やかに行ってほしいという

申し入れもしてるんですよね。ここはやっぱりできれば、定例議会初当選後の定例議会

前に事前にですね、そういうのはやっとく方がいいのかなというのは、同じくそう思い

ます。 

○委員長 （饗庭敦子委員）

今の御意見で条文に明記した方がいいものか、そのあたりはどうお考えでしょうか。

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

私は、条例改正までする必要はなかろうと思います。基本的にやっぱりこれは基本条



例、議員活動をしていく議会活動をしていくための基本的なことをまず勉強しましょう

と。いうのが趣旨で、２条に謳っておるわけです。一方もう一つの方は、１３条やった

ろうと思うけども、議員研修の充実ということで、基本条例以外のものは、そこで取り

組んでいきますよとしとっとやけんが。そういった意味では、安藤議員の回答を寄せと

るこれは、やっぱりこういうふうにした方がいいだろうと、そういうふうには思います。

早めにですね。６月の定例会前にはやっぱりきちんと実施をせんばいかん。そういうふ

うに思います。 

○委員長 （饗庭敦子委員）

内村議長。 

○議長（内村博法議員）

この６月定例会にですね、初日にこれを実施したんですよね。ちょっと時間的に余裕

がなくて、できるだけ早いのがよかったんですけども、６月定例会の初日にこれ実施し

ております。で、できるだけですね、我々も早い機会に開催しようということで、いろ

いろ検討した結果、６月の定例会の初日にこれを実施いたしました。できれば、５月の

臨時会が終わってですね、議長が選出されて、そしてその後ですね、実施した方がよか

ったんですけれども、なにはともあれ、私もちょっと不慣れなところもありまして、バ

タバタして、講師も喜々津さんにお願いしてですね、やった経緯があります。したがっ

てですね、次、今度、４年後の議長さんがどういうなろうかわかりませんけども、やは

り、そういうバタバタしないようにですね、この実施要領を講師は誰にしとくとかです

ね、臨時会議が終了したら、すぐ直ちにやるとか、そういった実施要領をですね、定め

ておく必要があるのではないかなと。いうふうに考えて、この実施要領を定めておく必

要があるのではないかというのが私のコメントでございます。補足しますけども、そう

いう事情でございます。 

○委員長 （饗庭敦子委員）

実施されたのは６月２日なので、おっしゃるように定例会初日になりますね。その定

例会前がどこまでの前かっていうのもですね、なかなか初議会から定例会までの間に行

った方がいいものかというところで、そういう詳細を要領で定めてはどうかという御意

見ですけれども、皆さん、条文はもう変えなくていいという御意見を先ほどいただいた

ので、条文そのままで、要領を定めてはどうかっていうところですけれどもそこはいか

がでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしということですが、皆さんいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、

実施要領を今後は定めていくということで、決定したいと思います。 

それでは次、第３条、ここも、内村議長と安藤委員から御意見が出ているところです

けれども、補足説明があればお願いしたいと思います。安藤委員。 

○安藤克彦委員



これは、私もその他につけたのが適切だったのか、１回 1 回、今、扱われてるのであ

れなんですけど。結局、このシステムが入ればやりやすくなるっていう、早目に公開で

きるとかいろいろありましたよね。ですので、おのずと今後こうなっていくのかなと思

うんですけど、現状ではこうだったということで。あと、委員会の議事録公開について

はまだちょっと、議論しないといけないのかなと思います。そういったことですので、

特に重要ではない。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

はい、ではこの３条の第１項については情報公開を今後積極的に行っていく情報公開

についてはまた午後からちょっと、具体的にどう進めるかっていうのは話し合っていき

たいというふうに思いますので、よろしいですかね、その次の２番のところではなかな

か、やはりこの政策立案というところに結びついてないというふうに考えていますしそ

ういう御意見も出てると思うんですけれども、ここの運用の仕方ていうので皆さんから

御意見をいただければと思います。喜々津委員。 

○委員（喜々津 英世委員）

基本的には、開かれた議会ということで、これをつくった大きな理由というのは、議

会報告会とか住民懇談会を通じてそういう町民の意見等も踏まえながら、それをどう町

政に生かしていくかと、そのための手段として、こういったものにも取り組もうという

ふうにしたわけです。私もちょっと書いていますけれども、議会報告会とか住民懇談会

が、なかなか、これが多いような進み方はしてないというのがあって、特に住民懇談会

については、町民の皆さんが１０人以上集まって、申し込みをしてくれればやっても良

いですよと。そういうふうに、とられがちな住民懇談会の開催要綱ですかね、そういう

なっていると、そういった意味では、もう少し、議会側から積極的な出ていく姿勢を見

せるべきでないかという思いで私はここに書いているわけです。そういった意味では、

だから今回また１０月にあるようになっていますけれども、あの広報広聴委員会に出た

議論等を聞いてみてもなかなか、そういったものが、うまくいってないという現状はで

すね、まだ変わってないなと、そういう思いがしております。ちょっと取り留めのない

意見だったですけれども、そういう思いで、これ条文どおり、今後きちっと、取り組ん

でいくんだということで私は回答した。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

取り組めてないから今後取り組むことが必要であるというのがここの５６％というと

ころでパーセンテージに出てるかと思うんですけれども、そうしたときに、条文に沿っ

て具体的に広報っていったらあれなんですけれどもそこをちょっと検討してもいいのか

なと思うんですが、このあたりは若干、住民懇談会とかですね、広報広聴の分かと思い

ますが、政策討論会、政策提言っていうのが、どんなふうに、町民の意見からつながっ

ていくのかなっていうところがあるかと思うんですけれども、そのところは、取り組む

に当たってですね、どんなふうに、検討というかどんなふうに進めていくと、条文に沿



ったですね、ことができるのかなっていうところで、御意見はございませんか。喜々津

委員。 

○委員（喜々津 英世委員）

この問題は、政策討論会というのが、今ありましたけれども、政策討論会とは、全く

関係がないということはないんですが、政策討論会は、また後で出てきますよね。ここ

はあくまでも、町民の多様な意見を把握して、それを生かしていくとそういう意味では、

例えば、過去の議会報告会でも、その地区で出た意見をもとに、一般質問で取り上げた

りとか、そういったことは、やられておると思うんですよ。ここら辺がもっと、その、

これを活性化することによって、政策提言とか政策立案ということになると、また、政

策討論会とか、そういったものに今度はずっと変わっていく。そういう意味では、まず、

多様な意見を把握するんだという姿勢が大事であるという、ことじゃないかなと思うん

ですよね。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

はい、堤委員。 

○委員（堤 理志委員）

ここで、政策立案とか政策提言に取り組むっていうふうになっているんですけれども、

何て言えばいいかな。先日、大津市の方に行ったときに、そこの取り組みを、この前、

聞いて感じたのは、いじめで自殺ていうのが、大きな社会問題といいますかね、全国ニ

ュースに乗るような大きな問題があって、これは何とかせんといかんという、その町を

挙げての、議会挙げての大きな課題が出てきてるわけですよね。今後長与町で、何かそ

ういうのが出てくればですよ、当然そういう機運が高まって政策立案が、やっていこう

という、議会からも出てくると思うんです。ただ、今のところ、なかなかそう議会を挙

げて、総力を挙げてっていうな課題が、ないとは言えませんけども、また、そういうも

のがあればですね、またその都度、その時点で、そういう機運が出てくるんじゃないか

なと思うんです。だから、政策立案とか政策討論会をやるために、何かないかなと探す

っていうのはちょっと本末転倒で、やっぱり課題なりをみんなで認識した上で、それを

やっていこうやというのは、何かあれば、当然議運なりで、また、各議員なりでですね、

そういう話が持ち上がってくるのかなという気がしてます。結論じゃないですけれども、

何かそんな気がしたので発言しました。以上です。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

他に御意見はございませんか。なかなかおっしゃるように、課題があって、それを政

策立案、政策提言につなげていくことが必要であって、難しいと言えば難しいのかなと

いう思いとそのといったような意見を把握するのに、もう少し努力をしないと何か条文

に取り組んでいるっていうことにはなりにくいのかなというところもありますので、積

極的に取り組むには、先ほど言われた住民懇談会の活性化等も含めて、取り組んでいく

という形で、条文自体、多分そのままで良いと思うんですけれどもそういう方向で今後、



少し積極的に進めていくという認識でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。では、次の議会運営の申し合わせ事項は常に見直しを行うことっていうところ

で私が書いたのは、申し合わせ事項いろんな所で申し合わせ事項というのがあるんです

けれども、前回視察に行った所で申し合わせ事項というものが必要なのかっていうとこ

ろで、ありまして、疑問があるだけで、今すぐどうのこうのということではないので、

そのまま。必要な分はですね、もちろん見直しをしていくことは必要だと思っておりま

すのでそのままでいいかと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしということで、次の（４）のところでは、専門性っていうのは、どこまでが

専門性かを見えにくいっていうところもあり、大学との連携も検討すべきだというとこ

ろで、今のところ、専門的知見を活用し、討議に反映させるような事例はあんまりない

かなというふうに思うんですが、必要ではあるので、このままこれで進めていきたいと

思いますが具体的な何か、ところで大学との連携っていうのは出ておりますが、そこの

あたりはいかがでしょうか。河野委員。 

○委員（河野 龍二委員）

はい。特に具体的な、課題でっというふうなところはなかったんですけども、ここは、

行政視察を行ったところで大津市なんかも、大学との連携を、多数の大学と連携して、

うまく活用してるって言いますかね、そういう意味では、非常に参考になったなという

ふうに思いますし、長与町もせっかく大学があるわけですから、やはり、これ活用すべ

きじゃないかなと、特にやっぱり若い人への政治参画ですね、も含めて、こういうこと

をしていけば、つながっていくんじゃないかなというふうに思ったんで、上げさしてい

ただきました。ですから今後の課題として、是非。条文はこのままでも、全然かまいま

せんので、取り組むべき検討だというふうに思いますので、上げた次第です。以上です。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

では、第 3 条は、条文はそのままで良いと言うことと、課題があるので、今言われた

大学との連携っていうのは、議運の課題としてですね、今後、話し合っていきたいとい

うふうに思います。第４条に関して、皆さんから、御意見はございませんか。第４条の

ところに条文を改正するというのが、お１人議員さんから出てるんですが、具体的なと

ころは出てないようですけれども、皆さんの御意見はいかがでしょうか。第４条は議員

の活動の原則の中で、自由討議を推進することで、活発な議論ができますよという、議

員の活動原則の中に、入ってるかと思うんですが、ここでは具体的な実施方法を定める

必要があると議長の方からの御意見も出ておりますが、そのあたりは、どうでしょうか。

具体的な実施方法を・・・いかがでしょうか。はい、議長。 

○議長（内村博法議員） 

議員間のこの自由討議について、先程の１１条ですかね、自由討議の充実で。これと



私全く同じなんですけど考え方がですね、だから自由討議をどうやって進めるかってい

うことで、実施方法をですね、定める必要があるのではないかなということで、記入い

たしました。以上です。 

○委員長 （饗庭 敦子 委員）

はい、自由討議については１１条の方で検討していきたいと思いますけれども、議員

の活動原則として、自由討議を推進しましょうという形かとは思いますが、この議員の

活動原則ので私は感じてるところでやっぱり個人差があるっていうのもあるので、全体

的に研修をしながら、自己研鑽もしながら進めていく、必要があるのかなというふうに

は思います。というところで４条も、これでよろしいでしょうかね。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。はい、それでは次、５条、議長及び副議長の選出というところで、失礼しまし

た。４条の２は、ここも個人差があるように感じると私は書いてるんですけれども、議

員の資質を高める、４条の２、３も、努力をしてると思うが住民からの信頼性という点

では、まだと感じているということなので、自己の能力を高める研鑽というところで、

全体的な研修もしますけれども、やっぱり各個人でしていただくことも必要かなという

ふうに、思いますので、このままで条文はよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

すいません、じゃあ第５条のところで、議長及び副議長の選出のところで、皆さんか

らの御意見をお願いしたいと思います。安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

条文自体私はこれでいいと思います。私も書いてるとおり、良い評価も、いただいた

かなと思います。議会内で確かに、西岡議員も書いてるんですが、議会内部ではちょっ

と疑問のある部分もあるんですが、透明性を高めていく上で、もうやはりこう一歩前進

だったのかなと。で、細かい運用の面ですよね。例えばぎりぎりになって、議会の立候

補の届出みたいなのが、立候補というか、所信表明の届出の様式が、決定しましたよね、

確か。で、あの後ですね、両方に出せるのかとか、議長副議長両方とも、立候補の、届

出ができるのかとか、そういった細かいところがちょっとはっきりしてないのかなと思

うんですよね。取り下げのタイミングですね、あと。だからそういったとこはもう運用

の内規、なんですかね。申し合わせか内規とか、そういったので、要領ですかね。もう

少しちょっと整備をする必要があるんじゃないかなとは思います。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

局長。 

○議会事務局長（濵口務君）

実施要領がありましてですね、まず、所信表明の申出か、午前９時まで、臨時会等の

招集日の午前９時までに、議会事務局長に提出すると、いうようなことがここで記入を

してありますね。で、あと撤回についてはですね、所信表明の申出を撤回する場合は、



様式２「所信表明申出撤回書」を議長選挙及び副議長選挙を行う臨時会の開会までに議

会事務局に提出をしなさいというようなことは謳ってありますね、時間的なものですね。

一応この実施要領がありますので、この中でまだその細部に亘ってもう少し方法を決め

た方がということであれば、また皆さんでそこの見直しを、以上でございます。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

饗庭議員が、選出の透明性の確保が難しいと感じる、西岡議員が、議会内部では評価

は疑問に感じる。一方では、町民からは多くの高評価を耳にしたと。それぞれ、これ、

議員の中にも、捉え方に問題が、千差万別だろうと思う。要は、基本的には、議長ある

いは副議長に、なろうとする者が、議長になったら自分は何をするんだと、議会をこう

いうふうに持っていくんだと、それを表明する場ですからね、これやっぱり、この前も

議員の中、４人の候補者がそれぞれやった、それは千差万別だったろうと思うんですけ

ども、私はこれ一歩前進したろうと、で議会内部で、あればしても一緒たいと、多分西

岡議員のこれが、議会内部での評価は疑問に感じるというのはどういう意味かわかりま

せんけれども、それ一方で、しながらも、一方ではやっぱり、多数決でいく訳ですから、

やっぱり、透明感という意味では、やっぱりそれは疑問を感じるところも当然出てくる

だろうと。止むを得ない、今のシステムではですね。誰のとが１番良かったけんが、ど

うこうという、それで割り切れんところがある訳ですから、私としてはやっぱり、議会

内部での評価は疑問に感じるという意味では、西岡議員に、書かれた真意を聞いてみた

いなという思いがあるんですね、いかがですか。 

○委員長（饗庭敦子委員）

西岡委員。 

○副委員長（西岡克之委員）

あの、喜々津委員が言われたように、当選後のビジョンを、そこで発言するというこ

とに関しては表かをいたします。ただしかし、これとよく似たものにですね、一方では

議会での賛成討論反対討論があると思います。賛成討論をしたからといって、反対に向

かってる方が賛成に動くというのは、この議会の中で甚だ疑問に感じます。そういうこ

とを前提にして、私のここに書いたものになっているのかな。そういう形でございます

ので、喜々津委員が言われた、その当選後のビジョンを発表するということは評価をい

たします。それは非常に良い事だと思います。ただそれによって、どう内容によって動

くか、いうことに関しては、投票行動が動くかということに関して非常に疑問に感じる

という意味でここに書かしていただいたことであってですね。またそれを、本人の発信

力なのかっていう部分も、疑問に感じるとこもありますし、以上でございます。 

○委員長（饗庭敦子委員）

よろしいでしょうか。議長及び副議長選出に当たっては一歩前進したというふうに私



も感じております。ただ私もここに書いてるのは、本当にその、所信表明を聞いて選ぶ

ような、議会になるといいなという思いがここに書いております。なかなか難しいとこ

ろかと思いますね。それはやっぱり関係性もございますので、そればっかり行かないけ

れども、本当に一生懸命考えて皆さんしてくださってるし、した意味はもちろんあると

思うので、今後ももちろん続けていったらいいなというふうに思っております。皆さん

もこれに関しては続けていきたいと、本当に心から評価できるような形になることを、

していきたいなっていうふうに思いますので５条はこれでよろしいでしょうか。はい、

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

これを、この条文を検討する段階で、議会によっては、応援演説をしたりとか、それ

からその、候補者に対する質疑をしたりとか、こういったところもあったんです。まだ

そこまでは、一気には行けないだろうと、そういう思いがあって、今回は、ペーパーで

とにかく出す、そのペーパーは全議員に渡す。そうすることによって耳で聞いて、より

も、実際文章で見て判断をしていただくと。その判断が、それを聞いたって一緒と言わ

れる方もおられるかもしれんけども、それは、逆に町民にそういったものが出るわけで

すからね、ですからそういった意味では、開かれた議会というふうにになるだろうと。

ゆくゆくは、議長候補者に対する質疑をすることによって、反対派がどんどんいろんな

問題をやるだろうとか、そういう、逆に、開かれた議会が、嫌な議会を見せてしまうと

いう部分も、繋がることは間違いないなという思いはあったんです。したがって、もし

今後検討するとなると、そういう、賛成演説をどうするかとかですね、あるいは、そう

いう候補者に対する質疑、これをどうするかいうのが、もし検討するとなればそういう

ところ出てくると思う。やり方としては、私は現状、続けていただきたいなというのが

ある。 

○委員長（饗庭敦子委員）

西岡委員。 

○副委員長（西岡克之委員）

全く書いてる通り、開かれた議会という観点からするとですね、これは、続けた方が

良いだろうというような、いわゆる町民の方向向いての話ですよね。議会内部は先ほど

申し上げたように、これはこれをしたからといってどうこう変わるというものではない

と、うがった見方をいればそういうふうに思いますが、しかし、町民の方に向いて考え

るとなれば、少しでも一歩前進なのかなと、いう評価はいたします。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

議長。 

○議長（内村博法議員）

はい、先ほど安藤委員が、言いましたようにですね、議長選挙と副議長選挙ですね、

やはり今のルールでは、両方できない。時間的に余裕がないんですよね。というのは、



議長選挙で落ちた人が、次の副議長に例えば、出たいという場合に、両方出せるのなら

別ですけれども、今のルールでは、時間的な余裕がないんです。先ほど言いましたよう

に９時までに出すようになってるわけですね。したがって、議長選挙と副議長は、だか

ら少しこの時間をとってですね、見直しをちょっとしないといかんのじゃないかなと。

というのは機会均等にね、誰でもこの副議長に、選挙にできるようにしとかないと、ち

ょっと私もね、これちょっと疑問思ったんですよね。これは、議長に、例えば落ちた人

が次の副議長に出るためには、事前に出しとかないと、両方出しとかんとですね、それ

が果たして可能かどうかっていうのがこの条文で、実施要領でわからないんですよ。だ

からそういうのがありますんでね、できればその両方できるように、見直しをね、した

ほうがいいのではないか。もう機会均等という意味でですね、というふうには一応考え

ます。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

これは、この条文を作る時にも同じような議論があって、だいたいのところが、重複

立候補ができんような、条文でもう明記しとるというのがあったんですが、それはおか

しいというのがあって、ですから、基本的に、議長の立候補と、副議長の立候補両方出

せば、間に合う、間に合うというか可能なんですよね。そこまで、これは一応、条文で

はそこまで明記しておりませんけれども、明記しとらんということは両方それができる

という考え方でつくったんですね。ただ、確かに議長副議長両方出すということが果た

していいのかという問題が、議論がありますけどね、内容的には、つくった当時の理由

はそうです。 

○議長（内村博法議員）

了解いたしました。両方できるっていうことですね、予めですね。 

○委員長（饗庭敦子委員）

実施要領を読むと、両方できるというふうに理解できるような形になっていると思い

ます。実施要領に関しましては今後、必要であればですねまた改正点も、出てきたとき

に、議会運営委員会の中でですね、話し合っていきたいというふうに思いますので、５

条は、一歩前進という形を含めて今後も続けていくということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

では次、第６条、行きたいんですけれども、第６条の中で、最初の分は原則公開とす

るというのはもう公開してるというふうに思いますね。あとはホームページ上での公開

をどうするかっていうのは検討すべき課題かと思いますけれども、これは、情報公開の

ところで今日午後から進めていきたいと思いますので、条文はこれでいいということで

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 



次の２のところで、公聴会制度及び参考人制度というところでは、条文を改正すると

いうのがここにも、お一人多分いらっしゃると思うんですけれども、これに関してはい

かがでしょうか。西岡委員。 

○副委員長（西岡克之委員）

（聞き取り不能） 

○委員長（饗庭敦子委員）

はい、では条例は、このままいいということかと思います。で、もう一つ、３の所は

御意見がないみたいですけれども、この６条の中で、前、研修会で行ったときに、委員

会からの参考人招致という形は積極的に行っているが提案者が希望する場合の方法を定

めてないので、その部分を検討することと、請願者の意見陳述と参考人制度を別のもの

と捉え、費用弁償の額を定めてるところもあるのでそういうところを考えたどうかとい

うという懸案事項が出てるんですけれどもそのあたりは、いかがでしょうか。議長。 

○議長（内村博法議員）

これは前回ですね、私がこれ書いたのは、前回、喜々津委員の方ですね、説明された

ときに、取り上げた問題が、指摘がありましたんで、それをそのまま記入させていただ

きました。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

これは基本的には、請願人とか、いう場合には、意見を聴取するというふうにしてお

りますけれども、提案者が希望する場合の方法を定めてないということで、これ議会事

務局と話をする段階でこういう問題が出てきたんだったろうと思うんですよ。これにつ

いては課長の方は、内容は、熟知しとると思う。具体的な話をしてもらえば。 

○委員長（饗庭敦子委員）

課長。 

○議事課長（中山庄治君）

現状の会議規則、また、地方自治自治法の中では、公聴会の開催と、あと参考人の制

度がなくて、そのようなときに、来ていただいたときには、条例の中の実費弁償という

ことで、支払いをするようになっておりますが、その場合、委員会の議決を経て、呼ぶ

ようになります。これは議会側から求めた場合だけの話であってですね、法の関係では

ですね。あと、実費弁償の条例に関してもですね。それで金額が３,０００プラス交通

費ということになっておりまして、提案者が希望する場合というところは、ちょっと今

のところ、条例上ひっかからないもんで、そこらへんが問題があるとかなと。そこをこ

う、要綱を定めるか、他の条例、費用を出してきていただくのかそこら辺をよく、今後

の検討でしょうけど、希望、提案者が希望する場合っていうのは、今の制度ではひっか

かってこないと、いうところです。回答になりましたか。 



○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

例えば、希望する場合には、もう、費用弁償払わんでもいいじゃないかという意見も

あるわけですね。参考人招致というのは、こっちから、来ていただくということで当然

これは払わんばいかん。しかし、議会によっては、そういう、希望をする場合でも、う

ん。費用弁償の額を定めておるところもあるという、多分そういうことだったろうと思

う。従ってそこら辺をそういうふうに改正する必要がないのかというのが、この、研修

会の時、朱書きの趣旨だったろうと思うんですね。ここら辺をどうするかについては、

もうちょっと、私たちも具体的に具体例を、操作をしてからせんばいかんなという思い

がしとったんですが。そのま、これが積み残したまま、しとったもんですから、敢えて

こういうふうにしております。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

懸案事項でありますし、御意見も出ているところで、ちょっと他のところ調べないと

わからないという事情もありますので、ちょっと他の議会も調べて検討するということ

でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

条文に関しては、条文にそれを謳うということではなく、要綱要領の分で謳うという

ことでよろしいでしょうか。はい、河野委員。 

○委員（河野龍二委員）

参考までに、以前ですね、長崎市議会、県議会は、請願人、陳情人の発言の機会が与

えられ時が委員会は休憩して、行うというのがあったんですよね。恐らくそういう対応

すると、可能になるとかなと気がすっとですよね。その、委員会分、委員会を休憩して、

そういう意見を聞くということで。随分前ですね、私もその紹介議員になった時に、そ

の時の総務委員会がそういう対応をしたことがあったんですよ。休憩ならばいいだろう

ということで、休憩して話を聞くと。それが、今、いいかどうかは別としてですね、そ

ういうことも、以前あったなとちょっと今ちょっと思い出したんで。場合によっちゃ、

そういうのが対応できるのかなと。今、すぐしたいというふうな、そういう方が出られ

たらですね。委員会を休憩中にその意見の参考を聞くと。だから議事録上には載らない

かんかもしれませんけども、あえてその趣旨を述べたいという人の話は委員として聞け

るという、ま、ちょっとこう、どうでしょうね。条例的にはどうなのかよくわからない

ですけど。今の対応としてはそれが可能、そういう形をすれば可能かなというふうにち

ょっと思いましたんで。ちょっと調べてもらえばと思いますんで、宜しくお願いします。 

○委員長（饗庭敦子委員）

それも含めてちょっと調査してからですね、検討したいというふうに思います。ここ

に、この参考人に意見聴取を行う際、その際の注意事項や挙手にて行う等の書面を渡す



など、配慮が必要という御意見が出てるんですが、これはどんな意味ですか。はい課長。 

○議事課長（中山庄治君）

先日、小人数学級の関係の請願の方が来られました。その時には、事前に、この今使

ってるマイクを直接持っていって、発言の方法等を事務局では、説明をしております。

以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

現在、行っているという認識でよろしいんでしょうか。はい。はい。次、議会は議案

に対する賛否の公開はもう、条文をつくる前からですね、進めておりましたので、この

ままよろしいかと思います。次の積極的な資料公開に努め町民にわかりやすい議論行う

ものとする、というところで、タブレット導入も検討していくっていうのを、私は意見

として出させていただいて、タブレット導入もちょっと午後から検討していきたいとい

うふうに思います。であとは、委員会議録の未公開っていうのも、情報公開と含めて、

検討していく課題かなというふうに思っておりますので、ここはタブレット導入と情報

公開の分で、下の資料の公開ですね。それも含めて行っていきたいと思いますので、条

文自体をこのままでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

それでは次の６番も、ま、情報伝達手段を使って、町民に周知を求めるものというと

ころで、この情報公開の中の手段ですから、いろんな方法を使うということかと思いま

すので、この情報公開のところで、進めていきますけど、条文的なんか補足するものと

かありますでしょうか。なければ情報公開という形で検討していきたいというふうに思

います。では、場内の時計で、１１時５５分まで休憩します。場内の時計で１０時５５

分まで休憩します。 

（休憩１０時４４分～１０時５５分） 

○委員長（饗庭敦子委員） 

それでは委員会を再開いたします。では次、あの７条なんですけれども、ここで、条

例を改正する私、条例を改正するにつけたんですが、私はやはり、つくる時もかなりこ

こは回数でもめたんですけれども、年に２回以上とすべきではないかというところで改

正の必要を書いております。で、もう一方は浦川さんなんですが、この議会報告会が本

当にいいのかというところで出されているという状況ですけれども、皆さんから御意見

をいただいて、条例を改正するか条例をこのままで、進めていくかっていうところを御

意見をいただきたいというふうに思います。喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

えっと、これは、多分その、年１回以上というのと、年じゃなくて年度、意味では条

例改正と、いうことだったろうと思うんですよね。で私は、年２回は開催すべきである

と書いとうとですけども、これは条例改正は通らなくても、可能ではあるんですよね。

１回以上となっとるので。ただ、これをこの前言われたのは、年度内とするか、これは



年回やけんが、もうせんでもよかととか、そういうふうな何か捉えられ方をしたんじゃ

なかったかなと思っとる。ただ私は改正するとなると、その１回というのは、仮に、１

番明記したいのは、年度内に２回とした方が、改正するとなればですね、そういうふう

にしてほしいなという思いがあります。以上。 

○委員長（饗庭敦子委員）

他いかがでしょうか。はい、堤委員。 

○委員（堤理志委員）

はい、この議会基本条例を議論するときも、私も、年に２回はやっぱり要るんじゃな

いかという立場で発言したんですけども、その時の議会構成によって、ちょっとそれは

いろいろ問題も出てくるということで、取り敢えず年に１回以上ということで書かれて

おります。今また新たに議会の構成も変わったので、何らかの機会で、他の議員さんに

ですよ。例えば年に２回という打診と言いますか、開催の日数をどうすべきかというの

は、この委員会だけで当然、最終的には全議員が参加した中で決定なろうかと思うんで、

少しこう、他の議員さんの意向なんかも聞いて、どうかなと思うんですけどね。以上で

す。 

○委員長（饗庭敦子委員）

アンケートをとったので、他の議員さんは基本的にはこの条文でいいというふうに、

思ってるかと、理解をしているところです。私はやはり年に２回以上、年度でいいと思

うんですけれども、年度でいいと思うんですけれども２回以上と明記しないと、恐らく

１回しかしないじゃないかという、懸念を持っておりますので、是非２回以上と、条例

改正を行いたいというところでございますけれども。勿論１回以上としてると２回はで

きはしますけれども、なかなか、何ですかね、意識改革っていうのが非常に難しいとい

うのと、議員報告会そのものが難しいという状況ではあるかと思うんですけれども、そ

のあたりも含めて、年２回以上、ていうふうに改正を行っていきたい。と思うんですけ

れどもいかがでしょうか。河野委員。 

○委員（河野龍二委員）

はい、そういう形で、条文を改正するというふうな提案がなされればですね、私も、

当初から、２回以上っていうのをですね、主張してきたんで。ただ、やはり定数が削減

された以後の、このなんでしょうね、議員の体制を見ると、非常に困難性があるなと。

そういう意味では全てのというか、他の議員がこういうふうに２回以上にしようという

ふうに提案した時に、どう受けとめるかなというふうなですね、ちょっと消極的な意見

になりますけども、そこをやはりどうなんでしょう。じゃ、そうしようというふうにね、

なってもらうこちら側からの働きかけと言いますか、思いが伝わるような提案をしない

となかなか困難ですね。恐らくまた、全員協議会なりに出すと議論が相当ここの中でさ

れると思うんですよね。それを多数決で決めるのかどうなのかという部分もね、含めて、

ここに議長もありますけど、そのね、意見もありますけども。来てないじゃないかとい



うふうなね、こういうのを出されるとなかなかそれに反論できない部分がありますよね。

で、こういうのも含めて、やはりこちらからの積極的な働きかけないもんだから、こう

いう事態も産んでる可能性もあるわけですたいね。ですから、委員長が言われる２回以

上という提案には賛同しますが、受け入れられるかどうかっていうところがですね。非

常に疑問かなと。そこを受け入れてもらえるにはどういう、こちら側の誠意を見せるか

というところだと思うんで、そこら辺はちょっと議論しとった方がいいかなというふう

に思いますね。 

○委員長（饗庭敦子委員）

他はいかがでしょうか。はい、西岡委員。 

○委員（西岡克之委員）

情報発信の場と捉えて、回数を増やすのは別に反対する思いはないんですが、一般論

として、一般論として。かねがね私は思ってたんですが。例えば、どこだったかな。ど

っかの自治体で、病院を持ってます。町立病院、市立病院のそこの経営について、存続

させましょう、どうしましょう。という時に非常に住民に切実な問題になってくるわけ

ですね。そこが一つしかないとか。そういう時には議会に対して非常に住民の方が興味

を抱くし、注目度が上がるんです。ただ、長与の場合は、非常に、住民の生活が安定し

て政治が安定して、そういうところで議会報告会をいたします、でも、一部のコアな人

しか集まってこないんですよ。もう、いわゆる生産世代が少ない、退職して少し政治に

関心のある方々、意識が高い方が所得の高い方、そういう方々が集まってくるわけなん

ですね。そもそも論を申しますと。そういう中でも、我々が、いや、回数が少ないから

来ないんだ、もっと我々が改めるべきだと思うのはどうなのかなっていう部分。ただ他

の田町でやってない、例えば本会議のユーチューブでの中継ですね、あれもうちはやっ

てますし、見てる人は見てるんですよ。それをずっと。そういう問題でもう見ているの

で、あえてそれ以上にもし回数を増やそうとするならばその、議長の書いとるとこです

ね、対応策の検討が必要と、もっとただ単にこういうことがありました、こういうこと

がありました、じゃなくて、もっと別の内容でやるべきじゃないのかなっていう感はい

たします。こっちが回数が少ないからと、そこだけに焦点を絞って、もっと回数を増や

そうというのも少し拙速なのかなっていう感はいたします。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

他に御意見はございませんか。はい、安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

はい、私も西岡委員とほぼ同様なんですけども。１回、饗庭委員長が書かれてること

が年１回以上しか行わないというのは、これはあくまで改選時期の話だけだと思うんで

すよね。この改選時期に今度またいつするかっていう問題と、どんなことができるかっ

ていう問題、があると思うんですよ。だからここで、改選、これ多分提案された時、一

番最初にこの条例を全協か何か提案されてた２回だったのを、私はその時に改選時期の



問題だけは考えんばいかんということで、１回っていうふうなお話をさせていただいた

んですけれども、これを２回とすると本当に首絞めになるんじゃないかなとですね。こ

の回数のため、こなすための、報告会をするという形。まだそれこそ本末転倒かなと思

います。で、１回というのはあくまでも、もう多分議員総意だと思うんです。これ改選

時期だけの話と考えますので、私は現行のままいっていいんではないか。それよりもや

はりこうやり方の問題ですよね。参加者を増やす為にどうするか。いろんなことを議論

を今までしてきましたけど、やはりまだなかなか到達してないので、まだ今の段階でこ

の回数を増やすっていうのは、ちょっと時期尚早ではないかなと思っております。以上

です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

他に御意見はございませんか。そうですね。おっしゃるように、現状の取り組みとし

て、非常に議員定数が減った中で難しいという問題も、まぁね、確かにあろうかと思う

んですけれども、議員の意識改革、回数だけの問題では本当ないと思うんですね。やは

り内容であろうっていうのは私も重々思うんですが、なかなかその縛りをかけないと進

みにくいっていうのが現状の課題かなというのを感じておりまして、１回なら１回でい

いじゃないかというような考えがね、あるような気がしてならんのですけれども、ま、

なかなか合意が得られそうにない状況かなとも思います。回数だけの問題ではないので、

中身を充実してより町民の皆さんに参加していただくっていうことが課題かと思ってお

りますので、条文ができて２年ということもありますので、改正したいという思いがあ

りますが、このままでいって中身をちょっと充実するような形で、広報広聴委員会と協

力していきながら進めるということでよろしいでしょうか。喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

えっと、私は多分条例改正までは、すべきだというふうにはしてなかったと思うんで

すが。要は、議会報告会とか住民懇談会とか、広報、議会だよりとかですね、ホームペ

ージでいろんなあらゆる媒体を使って議会情報公開していくんだという、この部分では、

要するに負けないぐらい進んできておると思うんですが。要はそういう多様な町民の意

見をどうやって吸い上げていくか。そういう部分では、なかなかまだいってない。今回

の１０月の議会報告会を見てみると、１回だけ。１日だけ開催と。しかも、中心部、そ

の水道局でする。私は、なるべく住民に近いところで、これを開かんと多様な意見とい

うのも聞けない。ところが、それと逆行して１カ所で１回だけ開催。果たしてこのまま

でいいのかなというのが、最近特にこう思っとるんですよね。だから要は、広報広聴委

員会で議論された上で、今回は決定したんですけれども、あと２年間、前半の２年間は

こういう形でいってしまうということになってくると、果たしてこのままでいいのかな

という気がします。したがって、１回開催するにしても、例えば班を分けて、３カ所、

４カ所、そういう形で例えば３日間、２班に分かれて３日間やれば６箇所できるわけで

すよね。そういう形でやっぱり同じ１回は１回けども、分けて、やっぱりもっと住民の



身近なところに入り込むという努力をですね、やっぱりしていかんといかんと。そうい

う意味では、条例改正はせんでも実施要領、要綱ちいうかな、こういったものはやっぱ

り、変えていく必要がありはしないかなと、そういう思いがしています。 

○委員長（饗庭敦子委員）

はい、他にございませんか。今実施要綱をもっと充実させるという意味かと思います

けれども、実施要綱、先ほども要綱でできました。検討する課題はたくさんなってきま

すけれども。そうなんて言うんですかね、勿論実施要綱も見直す必要はね、っていうか

より良いものにしていく必要があるかと思いますが、なかなか難しいのかなっていうと

ころもあります。はい。安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

この報告の実施要綱ですよね。これ毎回変わりようですよね。どがんなんですかね。

要領と要綱があって。例えば、要領がずっと変わりよっとですかね。本当に、いうなれ

ば前回私、確かなんかそれに関わった時の要領で、要綱かな。で、その時に決めたこと

はもう全くもう今回無視された形で、進みよっとですよね。あん時に確か、やるときに

決めてやった後に反省を含めて今後こうしていかんばいかん、検討事項とか入れとった

けど全く今回の今の委員会でされとっとは、無視した形というか。例えば、もうちょっ

と小さな施設で、議員をたくさん分散させて膝を突き合わせた会にすべきというふうな

形で出しとったのに、また逆行した形に今回なっとったけんですね。そこのところも決

め方もその場その場の開催で決められよっとですかね。決めていっていい形なのか。そ

こちょっと確認だけさせてください。 

○委員長（饗庭敦子委員）

局長。 

○議会事務局長（濵口務君）

私もちょうどそのときに委員会に出ておったんですね。昨年決めたことは、中心地は

１カ所肯定すると。そして、他の４地区を交互に回るいうことで、前回、開催する時に

は、今後そういうことでいこうということで、委員長もそういう案を出されました。そ

の時にですね、そういうふうに決まっております。それが、皆さんの意見の中で、２カ

所しても、去年も集まらなかったと。だから、同じような人が、２カ所しても結構来る

から、その時に出た意見ですね、もう１カ所で、いいんじゃないかということで、皆さ

んの総意で、そこが、前回の２カ所でするっていうのが変わった理由でございます。 

○委員長（饗庭敦子委員）

はい、よろしいでしょうか。なかなかですね、メンバーが変わると考えも変わるとい

うところもあるのかなっていうのが実際なところなんですが、議会体としてすね、どう

していくかっていうのはですね、皆さんで、共有できればなというふうに思います。そ

れも含めて実施要領、要綱、ちょっと言葉がどっちか分かりませんけれども、それを検

討していくことが必要かなっていうふうに思いますが、条文はこのままでいくというこ



とでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

それでは次の２のところで、議会は町民等から要請があったとき、意見交換の場とし

て住民懇談会を開催することができ、この条文改正をするっていうのが１８.７５とい

うところですけれども。この分は、私も多分上げたのかなとちょっと思うんですが、町

民の要請があった時ではなくても議会からもできますよというふうな条文に変えてはど

うかということで提案をしたと思いますが、皆さんの御意見を伺いたいと思います。河

野委員。 

○委員（河野龍二委員）

はい、私も委員長が今、述べましたように、町民等からの要請があったときはと、住

民の皆さんからの要請に答えてやるというところだけにとどまってるということでです

ね。議会がからもできるような、だから、この条文だけ削除すれば意見交換の場として

住民懇談会を開催することできるというふうにしてしまえば、どちら側からも、できる

んじゃないかなというふうに思ってますんで、そのように改正したらどうかというふう

に書いております。 

○委員長（饗庭敦子委員）

今、河野委員の方からここにも書いてありますけれども、町民等から要請があったと

きは、もう削除してはどうかという御意見ですけれども皆さんいかがでしょうか。山口

副議長。 

○副議長（山口憲一郎議員）

なかなかの住民等っていう、なかなか今、来ないですよね。そういった面からすると、

議会からも攻撃ちいうと言葉的には合わんかもわかりませんけども、そういった方法と

してはいいんじゃないんですか。 

○委員長（饗庭敦子委員）

はい、他にございませんか。はい、西岡委員。 

○委員（西岡克之委員）

これ喜々津議員が確か取材をしてつくられてるんですけども、私なりに解釈すれば、

議会報告会が、こちらから住民の方に向かって発信をする場で、住民から議会に来ると

きがないじゃないかと。いう部分でここをつくられたんじゃないかなっていう感もする

んですよね。そういう部分で、受け入れるっていう形の、条文なのかなというふうに理

解するんですけども。別に町民等から要請があったときはって外して構わんとですけど

も、そこら辺はどうなのかなと思ってですね。ちょっと、喜々津委委員に政策責任者な

のでお尋ねしたいと思います。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）



まさにその双方向で、やっぱり、その意見交換の場を設けるという意味。ところが、

住民懇談会の実施要綱そのものが、我々が検討途中で、議会運営委員会から、それはも

う、議会運営委員会の範疇だから、とられてしまったんですね。それで、結局その小委

員会でやりよったのが、意見も何も言われんようになって、議運で決まった。ところが、

いざ蓋を開けて、説明を聞い段階で、これは趣旨が違うぞと思ったけども、いろいろ私

達も都合があって、自分達が今検討しとるものを、やっぱり皆さんに理解をして頂く。

波風を立てるようなことはあまり好ましくないっていう、ちょっと姑息な考えもあって

ですね、それがすんなり賛成をしてしまった。しかしやっぱり考えてみると、やっぱり

懸念しとったとおり、住民側からのそういう議会に対する申し入れというのは何もない。

１回だけ。そういう状況ですので、やはり、この機会に、少し条例も、あるいは、実施

要綱も、改正する必要はないかなという思いで私も書いております。内容的なそういう

内容ですね。 

○委員長（饗庭敦子委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

はい、今、西岡副委員長がおっしゃったように確かに、確かに私も記憶では、そうい

う経緯があったのは事実なんですね。議会からの、議会から住民に対するものが報告会

で、住民からの分が懇談会ということだったんですが、それはそれなんですが、もう少

しこう内容精査してみると、議会報告会というのは、比較的定例会なんかの議会の状況

を、我々で議会で議決したということで議決責任、説明責任を果たすためのものだとい

うのがあったんですね。この懇談会というのも、もう一つ、ちょっと要素が違うのが、

その議会の報告に必ずしもそれにこだわらないというものがあって。例えば一つの、例

えば、例を挙げれば、学童の問題とか、そういう個別の課題での懇談ができるというの

が非常に特徴的なんで、逆にそっちの方を活かしてですよ。むしろこっちの方が住民、

関係する住民にとっては関心が高いかもしれないんで、若干こう要綱なんかをもう少し

整理して、個別の課題で懇談ができる、それは別に、住民からもＯＫだし、議会からも

アプローチするのはＯＫというような、何かそういうふうな、若干の変更というのが、

検討ができるんじゃないかなというふうに思います。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

局長。 

○議会事務局長（濵口務君）

あくまでもこの懇談会はですね、その団体、グループというのが前提になっておりま

すので、そこのところは議会報告会と若干違ってくるということになろうかと思います。 

○委員長（饗庭敦子委員）

はい。皆さんの意見からいくと、町民等からの要請があったときはというのはもう削

除して、議会は意見交換会の場として住民懇談会を開催することができる、というふう



に改正をしたいと思います。それに伴って、要綱は検討しないといけないので、要綱は

議会運営委員会でということですので、要綱は訂正をしていくということでいきたいと

思いますが、いかがでしょうか。喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

その条例改正は、私は構わんと思います。ただ、住民懇談会実施要綱、これも変えん

と要するに駄目になるので、これはどっち、議運で取り組んだ方がいいのか。広報広聴

の方にある程度、要するに条例改正に伴う懇談会の実施要項については、広報広聴常任

委員会の方に投げかけるようにしたするのがいいのか。ここら辺は議論をする必要があ

る。事務局としてはどういうふうに考えるか。 

○委員長（饗庭敦子委員）

課長。 

○議事課長（中山庄治君）

すいません、えっと、そういう議論をする前にですね、事務局の方で、実は実施要綱

の中に、議会広報調査特別委員会という文言が入っておりましたので、昨日住民懇談会

の要請がある団体からあっております。それを受けてですね、この実施要綱を適用しな

がら、住民懇談会を受け入れをしなくちゃならないので、広報広聴常任委員会の中でで

すね、ここの議会広報調査特別委員会という文言を、議会広報広聴常任委員会という文

言に変更さしていただいた経緯があって、議運の方にご相談すべきであったかとは思う

とですけど、そういうことがございましたので、そこの部分だけは、今回変更を広聴常

任会にお願いしてしております。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

そこだけの問題しか、じゃなかったんですか。要するに、委員の方からは見直し云々

というのは全く出なかった。 

○委員長（饗庭敦子委員）

局長、ごめんなさい、課長。 

○議事課長（中山庄治君）

それ以外の意見は出ておりません。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

どうでしょうか。この住民懇談会実施要綱は、どこで見直しをいたしましょうか。皆

さんの御意見をいかがですか。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

あの、なんと言いますかね。議会の自律権に関わる条例の改正なので、一応まずは全

議員でこういう条例改正をやるっていう段取りを踏まんといかんのじゃないのかなと思

うんですよね。それが終わって、それが良となったらもうあとは、要綱の改正はこの広



報広聴の委員会の話なるのかなと。これちょっとよくわかりませんけどね。そういう段

取りになるのかなって気がします。 

○委員長（饗庭敦子委員）

他にございませんか。なければ、条文改正は行う。で、実施要綱は広報広聴常任委員

会に、していただく、という形でよろしいですか。はい。じゃ、それで進めていきたい

というふうに思います。では次の８条ですが、８条に関しては現時点では条文を改正す

るという御意見ではなく、今後検討していくべきだというのと、一般質問の通告のあり

方を、徹底するということで、条文はこのままでいいかと思いますが、いかがでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

それではその内容的なところは、一般質問についてもまた、検討課題に上げておりま

すので、進めていきたいと思います。そちらの方で。次の本会議に対し出席した町長等

は議員、反問権でしたっけね、反問権ですね、反問権に関しては、いろんな御意見をい

ただいておりますが、いかがでしょうか。はい、喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

えっと、この１番下に私の思いがあるんですが、執行側の反論権について、研究をす

べきであろうと。いう書いてみたんですが。まだ時期尚早かなという気もしますけれど

も、例えば執行側も、これ誰かな、金子議員か。反問権に対する遠慮があっとじゃない

とか。そういうもの書いてありますけれども。もう少しこうやっぱり傍聴者、そういっ

たものにも分かりやすくするためには、反問権を交渉してもらいたいなという。おんな

じことをずっとこれやりとり、これが、またいいのかという問題もあるしね。もう少し

やっぱり、この丁々発止と、そういう議論ができるような、するためには、一定の反問

にとどまらず、反論も認めてもいいのかなという気もするんですが。これについては多

分いろんな議論があるということは思いますけれども。しかしそう言いながらも、当面

はやっぱり反問権というものについてもう少し執行側も、遠慮せずにこうしてもらって

もいいんじゃなかろうかな。そういう思いでこういうふうに書きました。 

○委員長（饗庭敦子委員）

はい、議長。 

○議長（内村博法議員）

唯一ですね、これまで反問を受けたのは、私１人なんですよね。私図書館の件でです

ね、当時の鈴木副町長から、反問を受けましてですね。唯一私だけがこれまで受けまし

た。その時にですね、少し疑問に思ったのが、やはり執行部側がですね、例えば反問権

を実施しますと、手を挙げてきちっとすべきだったんですけどもね、そこのところがち

ょっと曖昧だったんですね。従ってそこのところは、執行部側にですね、反問権実施す

る時のその要領というんですかね、これをきちっと知らせておかないといかんなと。こ

う、反省しているところです。その他あたりは事務局はどのように伝えていたんですか



ね、これまで、執行部側に。 

○委員長（饗庭敦子委員）

課長。 

○議事課長（中山庄治君）

具体的に書面でどうのこうのということは全くなくて、ただ、基本条例によりまして、

反問権がありますと。反問といってもらって、質問事項と、わからないところがあれば、

再確認をしてくださいということは、課長会議等で言っております。で、付け加えてど

んどん、反問権がありますので、確認をしてくださいと、いうことで言っておりますが、

今のところ余りないというのが状況です。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

局長。 

○議会事務局長（濵口務君）

この反問権についてですね、役場の方としては、これはその質問した内容の確認とい

うことになっておりますので、反問という名称になっておるんですが、内容を確認する

だけだから、今のところそんなに行政の方から施行機関の方からはですね、出てないと。

出しても、今言われたみんなが言ってるとかいう言われた時に、どういうみんなってい

う根拠の数字ですかとか、そこら辺しか今のところその確認しかできないというのが若

干出てない根拠だと思うんですよ。ですから、喜々津委員が言われるように反論という

ことになってくると、また全く違うことになってきますんで、そういうことになるとか

なり出る可能性はあると思います。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

この第３回の定例会で総務文教常任委員会では、堤委員の質問に対して、まさに反論

だろうと思う。これはちょっと、結審の時に委員会審査が終わるに当たって、こういう

事例があったと。まさに傍聴者がおられたけども、傍聴者の方もあまりにもあの答弁は

ちょっと問題があったということを、傍聴をしたのあれに、多分広報公聴委員会では、

あれが出とると思うんですが。ですから、逆にああいう反論を聞いて、また反論したく

なるというのは、そういうことになってくると議論は丁々発止となるのかなという思い

もしたんですね。ただやっぱり、現状では、その反問と。質問された内容について、理

解を深めるために、反問というのを認めるという格好にしたんですが、もう進んだとこ

ろはやっぱり、進んだというか、執行側と二元代表制の意味を理解して、どんどん丁々

発止の議論をやっていくんだというところは、そういうところも取り組んでるとこもあ

るという聞いております。ただ、今まだ現状、長与町ではちょっと無理なのかなってい

う気がします。 

○委員長（饗庭敦子委員）



反問権は、やはりなるべく行使していただきたい。私も喜々津委員がおっしゃるよう

に、そもそも反問権というのは反論権に近いのがそうではないかと思っております。今

やっぱり進んでる議会では、反問で確認するのは反問ではないというふうに言われてお

りますので、そこまで至らないにしても、同じことをこう何度も聞くような時にはです

ね、確認をしていただければというところで、この条文も、このままでいきたいと思い

ます。その中で一つ、この安部委員の質問があるんですけど。質問じゃなかった、ごめ

んなさい、御意見があるんですが、ちょっとこここもあまり意味がわからないんですけ

れども、一応意見として俎上に上がった以上はですね、ちょっと皆さんの御意見もあれ

ばと思ってお伺いしたいと思います。堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

はい、安倍さんがここで書かれてることはですよ、多分、議員必携に、質疑と質問て

のは区分けして書かれてあるんですよね。議員必携にあるような質疑と質問の意味で、

この条例では書かれてあるんですが、多分安部委員がちょっと勘違いされて、個人的な

解釈で書かれてるんじゃないかなと思うので。そこはもし、そういう疑問を持たれてる

んだったらそういう、きちっとした経費を御説明すれば、御本人も御理解されるんじゃ

ないかなと思うんですが。 

○委員長（饗庭敦子委員）

はい、解釈の間違いということで、で、条文はこのままでいいということでよろしい

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。それでは、９条の方に移りたいと思います。９条は、論点情報の形成というと

ころですけれども、ここのは、皆さんの御意見はありませんでしょうか。河野委員。 

○委員（河野龍二委員）

はい、条文の改正は必要はないと思うんですが、条文として掲げてる状態の中でです

ね、やっぱりこの、私書いてるんですが、活用方法といいますかね、どうやってこれを

この条文を生かすかという意味では、後から出てくる、自由討議のところもそうですけ

ど、なかなかうまくですね、活用できてないというところで、やっぱり、ちょっと私自

身も、こういうところ出てる中身をどう理解して活用しようかなと思うと、ちょっと悩

んでしまうところがあるんでですね。だから、もっとなんかこうどっかでやっぱり取り

組んでみないといけないですね。そういうので、ちょっと経験を積んでいくことが大事

かなと。それによってどういうふうにしていけばいいかっていうのがですね。でてくる

のかなというふうに思うんで、研究が必要かなというふうに思うんですね。今のところ

そう思うわけですね。はい。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）



私も条文的には一応これでいいと思うんです。今回、堤委員とも、堤委員じゃなかっ

た、河野常任委員会委員長ともお話をして、議員必携で、決算の附属資料、審議資料で

こういったものを昇給しなさいというものが議員必携に載っとるので、こういったもの

を出してみましょうかということで、多分議長名で、出たと思う。その中には、既にも

う資料として、主要な施策の成果に関する報告書か、こういったものに載ったものもあ

りましたけれども、やっぱりあの、そういったものについて議会としては、この基本条

例に基づいて、これを、請求しますよということはですね、どんどんどんどんやっぱり

執行側に求めていく必要があるだろうと、そういうふうに思います。ただ、中身につい

てやっぱりもう少し私たちも、内部で議論して、具体的にこう、資料要求をせんばいか

ん。ただ、前、山口前議長の時代にそういう要請をして、今までに無いいろんな資料が、

提供されてきたのはですね、一歩前進だと思いますので、引き続きやっぱり執行側と打

ち合わせをしながらやっぱりやっていく必要がありはしないかなと、そういう思いがあ

ります。 

○委員長（饗庭敦子委員）

この条例に関しまして、今、御説明があったように、今回、私達もその定例会中では

ですね、委員会にだいぶ提出していただいたので、議論しやすかったかなっていうふう

に思っておりますので、必要な分をですねもっと、これからも整えて要請をしていきな

がらするということでよろしいでしょうか。条文的にはこのままでよろしいかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

２番も、その予算案、決算案の審議に当たって、同じことなので、よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

では第１０条に行きたいと思います。執行機関の監視及び評価というところで、御意

見としては至ってないのではないかという御意見が一つと、この条文で取り組んでない

というのが３１％あるので、御意見がない分でも、まだちょっと取り組めてないという

状況があるかと思いますが、何か御意見はございますか。では、条文はこのままでよろ

しいですかね。はい、次の、２番は、町長に必要な資料を、協力を求めることが出来る、

これも実際に取り組んでないという部分もありますが、今行ってるという分もあるかと

思います。次は、議長が町長が本会議、委員会において答弁した内容の経過について文

書により報告を求めることができる。これはおそらく、今のとこされてないんじゃない

かと思いますけども取り組んでいると認識されておられる方もいらっしゃるかと思いま

すが、このあたりについての御意見はありませんか。議長。 

○議長（内村博法議員）

これ私、取り組んでないということでですね、多分掲げていたと思うんですけども、

どういう場合に、町長等にですね、文書により報告を求めるかどうかですね、こういっ



たものが、この文章では、かなり抽象的なんですよね。私は条例は変えるつもりはあり

ませんけれども、やはり、この条例で規定してるからには、どういう場合に、誰がどの

ように報告を求めてね、議長がそれを町長にしていくのかっていう、具体的な要綱がな

いと、ちょっとここの、文言だけが、あまりにも抽象的過ぎてですね、ちょっと実務的

でないのじゃないかなと。したがってやはり、実施要領なりですね、それを定めるべき

じゃないかなと、あるいは手続きでもいいんですけど。手続きを定める必要があるんじ

ゃないかという風に思います。 

○委員長（饗庭敦子委員）

河野委員。 

○委員（河野龍二委員）

はい、まだこれは実現できてない条項だと思うんですけど、この間、議員研修をして、

大学の講師の先生が、いわゆる文書による質問というのをちょっと言われてましたね一

般質問以外の。こういうのが活用できるんじゃないからなって。結局町長が、検討しま

すと、いうふうに一般質問で答えたと、それがやはりどうなってくるかっていう、どう

なっていくかっていうのをやっぱり文書で、問いただすと言いますかね、それに基づい

て報告を求めるということができるという意味では、これ非常に、せっかくある条文な

んで、活用が可能かなと、本当に今思って、改めてですね、思うんで、だから、そうい

う意味ではちょっとこう議長が言われた、どこをどう指すのかっていうふうな部分って

いうの幅が広くなるかもしませんけども、使い方によっては非常に、議員の成果といい

ますかね、議会の成果がですね、そこではっきり表れてくる部分でもあるし、今後の議

会の取り組みにも活用できる、非常に活用できる条文かなというふうにちょっと思いま

すね。ですから、本当、生かしていくべきかなというふうに思います。 

○委員長（饗庭敦子委員）

局長。 

○議会事務局長（濵口務君）

この件につきましてはですね、数年前、５年以上前、もっと前かな、一般質問に関し

ましてですね、検討しますとか、研究しますとか、近隣町村の動向を見てとか、そうい

うものをですね、各課長は、報告しなさいと、文章で、町長の方に、それはありました。

それが今なくなりましたんで、それは結局、私も職員の答弁を見てますと、全く前回と

一緒のような答弁をしてるなと、検討しますと、もう何を検討したんですかと、ですか

ら、そこら辺は町長に、議長名でですね、どういうことを検討したけど、これはできま

す、できなくなったとか、また、そのまま、もうしばらく検討が必要ですとかいう書類

は、今まで作っておりましたので、出してくれということであれば、出せるんじゃない

かなと思っております。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 



○委員（喜々津英世委員）

この条文を作った理由が今まさに、検討します、これについてその後どうなった、検

討しますは何もしないということだというのが大体こう定説になっとるようですけれど

も、これを回避するために、したんです。したがって、これはですね、各常任委員会も

踏まえて、そういう、本会議・委員会で、そういう出たことについて、例えば常任委員

会で出たならば、河野議員、私がきちっとそれを事務局と、会議録を見ながら、それを、

この内容について、回答求めるという部分を議長に報告をする、そして議長からそれを

出してもらうと、それは議会側が、正直言ってまだ、基本条例を読みこなして、手続き

を怠っていたということはもう間違いないわけですから、そういった意味では、事務局

も、そこら辺の、検討しますとか、他自治体の状況を見てとか、そういった答弁があっ

た時には、チェックをしとってもらう。そういう意味での協力はですね、事務局にもし

てもらいたい。ぜひこれは生かして、充実をさせていかんばいかんと思っております。

以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

議長。 

○議長（内村博法議員）

確かに、検討しますというのは、ほとんど多いんですよね。一般質問でもそうですし、

だから数が、結構大きな数になると思うんですよね。定例会でも。それをどのように仕

分けして、町長に回答を求めるかいうのがですね、このあたりはやっぱり整備していく

必要があるんではないかなと、思います。もうほとんどが検討しますという回答なんで

すよね、だから、そのあたりはぜひ、整備してですね、手続きをですね、きちっと整え

ておいてほしいなと思います。 

○委員長（饗庭敦子委員）

手続きを整えるというのはその委員会の委員長が議長に報告するとかいうところでよ

ろしいんですかね。議長。 

○議長（内村博法議員）

これもですね、これも含めて考えていただきたい思います。というのも、本会議で出

る、一般質問があるわけですね、一般質問があるわけですね。だからそういったことも

ですね、ケースも含めてどうなのかっていうのを事務局で検討してほしい、いただきた

い。 

○委員長（饗庭敦子委員）

局長。 

○議会事務局長（濵口務君）

従来からやっておったというのはですね、結局、検討します、町長、課長あたりが答

弁したことを町長に報告するための書類を、自分たちがそういうふうに発言したことに

ついては町長に上げなさいと、町長はそれを知っとかなくちゃいけないと、いうことで



上げさしておりましたんで、その書類を議長あてにいただければ、いいんじゃないかな

と思うんですよね。ですからまずは町長が見て、ここおかしいんじゃないの、何もあな

たしてないんじゃないのとかいう話になるでしょうから、うちの方で、すべてチェック

して、この分はどうなりましたどうなりましたじゃなくて、それは、担当課長が局長、

部長が答弁して、検討しますとかいう結論を、どうしたかということを報告してくれと

いうことで、議長名で町長に出せば、その回答が来るんじゃないかと、こう思っており

ますけど、そこら辺をするかしないかということを決めていただければ、良いんじゃな

いかと思うんですが。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

今のは多分一般質問の件だろうと思います。一般質問の場合、質問をした議員が議長

に対して申し出をするという手続を本当は踏まんばいかん、と思うんですよね。ですか

ら、執行側内部で、そういう、検討すると言った事項について町長に報告しなさいとい

うのは、執行側内部の問題であって、それを議会に、もらうと、いうことは構わんと思

うけども、あくまでも議員と、議員が執行側に、議長を通じて、申し出をすると、いう

手続きはやっぱり踏まんと、いかんのじゃないかなという気がします。 

○委員長（饗庭敦子委員）

課長。 

○議事課長（中山庄治君）

確認です。今の手続は、例えば一般質問については個人で議長に、質疑の場合、本会

議場と委員会での場は、委員長が議長に出してという手続に、ということで理解してよ

ろしいんでしょうか。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

一般質問と議案審議、審査、これはやっぱり分けて考えるべきだと思います。 

○委員長（饗庭敦子委員）

それでは、今後、やっぱり経過と結果っていうのは、必要になってくるかと思います

ので、一般質問は、個人から、議長に、本会議で行われた質問等、または委員会で審議

した内容等に含めましては、委員長が議長に、という形で、それを受けた議長が、町長

側に請求、するということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。ではそういうことで進めていくということで条文はこのまま続行するというこ

とで決定したいと思います。それでは、場内の時計で１３時１５分まで休憩します。 

（休憩１２時０３分～１３時１１分） 



○委員長（饗庭敦子委員） 

それでは、委員会を再開します。では１１条の自由討議のところから進めたいと思い

ます。自由討議についてはなかなか実施はされてないかと思うんですが取り組んでいる

と認識されてる方もいらっしゃるようでございますが、これはまあ、進めていく、進め

方にはいろいろあるかと思いますが、条文としてはこのままでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

続きまして政策討論会なんですけれども、これも、今の所実施してないと思うんです

が、ここに、安部委員の何か意見はございますが、共通認識あっても政策立案や実現ま

で到達していないという御意見と、全体的に政策討論会っていうものはしてないという

ふうに認識しておりますので、今後は取り組んでいくということで条文はこのままでよ

ろしいでしょうか。はい、西岡委員。 

○副委員長（西岡克之委員）

戻って悪いんですけど、１１条のところの、内村議長の書いてる、具体的な実施方法

を定める必要があると、これはやはりちょっと協議していただきたいと思います。その

タイミングですね、どこで自由討議をどういうふうなタイミングでやればいいのか、そ

の辺を多分言われてるのではないかなと思いますけども、そこ協議をお願いしたいと思

います。 

○委員長（饗庭敦子委員）

では皆さんその具体的な実施方法っていうところで、御意見をお願いしたいと思いま

す。議長。 

○議長（内村博法議員）

この前視察に行きましたよね、その時に、ちょっと市の名前忘れましたけども、そこ

で、この議員間討議のね、具体的な手続、流れとか、そういうのがありました。だから

ああいうのをやっぱり作って、実際に、実施していかないと、これ絵に書いた餅になる

からですね、やっぱり実施要領を作らないといかんと思うんですよね。やるからにやっ

ぱり実施要領を作らないといけない。やらないならあれなんですがね。やるっていう前

提で、皆さん思っておられるんでね、やるんだったらもう実施要領作っても即実施とい

う形で、したいなとは思って、これを実施要領を作ってくださいという、記入をいたし

ました。 

○委員長（饗庭敦子委員）

今実施要領をということでしたが、みなさんいかがでしょうか。それと、各常任委員

会の委員長さんもいらっしゃるようですので、委員会で進めていくかなというふうに思

っておりますので、そのあたりで御意見をいただければ。 

○委員（喜々津英世委員）

基本的に、二つの方法が、考えられるわけですね。一つは、議案書等を受け取って、

まず、議会が開会される前に、それを読み込んで、それぞれの議案での、いろいろ疑問



点問題点、そういったものがあれば、そういったものについて、まず、委員会の開催前

に、それぞれ意見を出し合うと、元々はそれをイメージしておったんです。それともう

一つは、委員会審査に入ってからも、論点争点が、いろいろこれは、自由討議に移して、

それぞれ、論点、争点を浮き彫りにしたほうがいいぞと、そういう問題があれば、委員

会を休憩して、自由討議に入っていくと、そういうやり方があるわけです。河野委員長

とも、実施しましょうかと言ってるけど、結局、私たち、休憩をとって、それに近い事

はあったんですけれども、自由討議というか、きちっと只今から自由討議に入りますと

いう形で、やったことじゃないもんですから、ある程度、ここらへんも、やるに当たっ

ては、基準といいますかね、やり方、こういったものを明確にしておく必要がありはし

ないかなという思いは持ってます。まだ具体的に、自分の中では、こういう風にせんば

というものはありませんけれども、そういう思いでおります。 

○委員長（饗庭敦子委員）

河野委員。 

○委員（河野龍二委員）

はい。今喜々津委員長が言われた、状況だと思うんですね、改選前の文教厚生常任委

員会があったときには自由討議って言っていいかどうかわからないですけども、議案に

基づいて、それぞれが、議員だけで学習するという形をやった経緯があるんですけどね、

自由討議にはなってないかもしれませんけども、ある一面、自由にいろんな議論ができ

たと、いうふうな、ことはあったんですけど、自由討議かと言われるとそうではないと

思うんですよね。ですから、確かに実施方法が決まれば、実施方法を定めてしまえば、

必ずできる状況になると思うんですけども、西海市がですね、議案の審査が終わった後

に必ず、本会議でもだったと思うんですけども、議長が今から自由討議に入りますと宣

言して、自由討議がありませんかというふうに促して、無ければ無かったで今度討論に

入るというふうに、もう必然的に自由討議をするというふうな、議会の進め方をしてる

みたいなんですよね。場合によってはそれでも可能なのかなというふうな気がするんで

すけど、今現段階でそこをいきなり始めても、形上の、何かそういうので終わってしま

いそうな気もしますし、もっとやっぱりこの、これも、その各議員の姿勢だと思うんで

すよね、自由討議して議論をしていこうというふうなところが、まだそこまで、ちょっ

と到達してないところがやっぱりあるのかなと思うんで、ちょっと、どうすれば積極的

にできるかっていうのはやっぱり研究していく必要があるなというふうに思いますね。

以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

自由討議進めていくというのは皆さん同じかと思うんですが、具体的なところという

ところで要綱を定めてはどうかという御意見ですけど、委員会の中でですね、今後、実

施していくに当たっても、どのように進めていくかっていうところはあるかと思います

が、要綱に関しては、どうでしょうか、定めたほうがいいのか、委員会で、実施してみ



て、定めたほうがいいのかそのあたりはいかがですか。喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

要綱、やり方を含めて要綱ということなるのだろうと思います。例えば、執行側も同

席した上でやるのか、あるいは先ほど河野委員長は言われた、議員だけでやるという方

法、こういったものもひっくるめて、研究していくということにしておったほうが良か

ろうと思います。 

○委員長（饗庭敦子委員）

はい。では条例としてはこのままでという形で要綱も含めてちょっと、どのように進

めるかですね、進め方を検討していくということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい、では１２条は先ほど下に１３条の議員研修の充実というところで、充実してい

るというのが６３％と、取り組んでいないというのが多分充実してないということでし

ょうから、３１％あります。その中で、そうですね、研修に関しては、浦川議員から、

今の行政視察はどうかという御意見があるので、ここで皆さんの御意見をいただきたい

と思います。安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

はい、ここで浦川議員が上げてる視察は何の視察なんですかね、ちょっと私、まだ浦

川さん一回しか行かれてないということで、ある程度分かるんですけど、あくまでもこ

れは浦川さんが参加した視察で、多分私達、前のこと言ったらなんですけど、一番最初

の私が入った時の総務委員会は、１泊２日で４カ所ぐらい行ったり、３カ所ですかね、

その時その時の状況に合わせて、２泊３日で、６カ所ぐらい行った時もありましたよね。

だからそれぞれの委員会の委員長さんなり委員さんの、総意の上で決定されていること

だと思うので、もうこれもそれこそ、それぞれの委員会の運用仕方の問題じゃないかな

と思うんですね。だから、条文を私は全くいじる必要はないので、あくまでもそれぞれ

の委員会の判断、ここあたりはもう議長の方から、各委員長なり議員に、そういった視

察の大切さと、税金を使って行っているということの重大さをきちっと認識させるのが

大事なことじゃないかなと思います。今の予算のあり方、ちょっと私詳しくわからない

んですけども、以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

課長。 

○議事課長（中山庄治君）

浦川議員が行ったのは広報広聴の常任委員会の視察研修で、この時に、１日２時間３

日間で６時間というのは、視察地の都合によりまして、１日目が神奈川県の葉山に来ま

して、その次が、寄居町だったですかね、栃木県、視察地の関係で１日１カ所しかどう

してもですね、行程上見れないということで、このように、１日２時間の３カ所しか、

とれなかったということで、あえて、広報広聴委員会の方で、三つにしましょうとかと



いうことで、したものじゃなくて相手の都合に合わせて結果的にこうなったものだと思

います。多分３カ所というのは効率が悪い、１日２時間で６時間というのは、かける３

でなってると思うんですけど、そういう事情があってこのようになっております。以上

です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

そうですね、仰るように委員会の運用の仕方にかかってくるかなと思いますので、条

文としてはそのまますると、ただその、行政視察自体に必要性があるか疑問があるって

いう、個人の考えではございますでしょうけど、そういう考えもあるということでよろ

しいでしょうかね、はい、喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

ただ、これについては、例えば所管事務調査というのは議員に与えられた、一つの権

利の行使であるわけですね。だからある意味、理論武装して、必要に応じて、必要な人

が必要な課題があったときに必要であると考えた議員が、必要であると考えた議員だけ

でやっていいんですよという、そういうことはなかろうと。委員会なりなんなりの総意

で、必要があると決めたわけですからね。ですから、少しやっぱりそういう意味で、誤

解もあるようだし、理論武装をきちっとしておく必要がありはしないかと。今これをど

うこうじゃなくて、事務局交えて委員長副委員長あたりでそこら辺を協議してもらえれ

ば。 

○委員長（饗庭敦子委員）

課長。 

○議事課長（中山庄治君）

この浦川議員の解釈は、あくまでも、常任委員会の視察研修の件で、１３条の議員研

修の充実っていうのは、例えば、年１回講師を呼んでやってる議運とか、常任委員会と

は別物の条項ではないんですかね、ちょっと確認ですが、そうですよね。それも含めて

でしょうか、そこら辺ちょっと確認をしとったほうがいいかなと思います。 

○委員長（饗庭敦子委員）

この第１３条は、議員の能力向上のために行う研修等について定めたものですから、

全部含まれるのではないでしょうかね、もともとつくったときの趣旨からいくとですね。

一回行ってみてこういう、感想があったということではあるのかなと思うんですが、研

修の必要性と、その資質向上のためにっていうところを理論武装したほうがいいと喜々

津委員は仰ってるのかと思うんですけれども、そのあたり、認識の違いというものもね、

あるのかなと思うんですよね。そのあたりを学んでいただくと言うとあれですけど、議

員としての役割の中で考えていただいてもいいのかなと思うんですが、理論武装として

はどんなふうに考えたらいいんでしょうかね。西岡委員。 

○副委員長（西岡克之委員）

喜々津委員の言われたのと、かぶると思うんですけども、委員会で所管事務調査をし



て、それの調査研究っていう形で今、視察も兼ねて行ってますよね。それと、ここの１

３条の部分と、少しごっちゃになってるというか、そこを交通整理をするべきじゃない

のかなというふうに思いますね。例えば、お隣の時津町では、新人議員に対して、一年

に一回か二回、研修に行ける制度があるんですよね、選んで行っていいっていうことが

あるんですよ、そういうのを、具体的に言えばですね、そういうのをこの１３条の中で

ね、取り入れて、実はこういう制度もあるんだよみたいな形にした方がいいんじゃない

かなと。どうしても、浦川議員は最初に委員会に行かれて、委員会の行政視察っていう

形で行かれた分と、我々が普通行く所管事務調査とごっちゃになってるのかなっていう、

察しがいたしますが。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

ほぼ同じなんですけれども、浦川議員がここで述べておられることがですよ、その必

要性をまず認識して、そういう、能力を高める、資質を向上するという目的ということ

で、考え方としては今、大きなとこでやってる政務活動費的な、例えば会派で取り組む

ようなことを多分念頭に、置かれて書かれてるのかなと思うんですね。浦川議員が言わ

れてる視察のあり方と、委員会でやってるのは、委員会の中で協議して、まず必要性は

当然委員会の中で議論して、こういう項目で行こう、ここではこういう項目を学ぼうと

いうのは、委員会の中で合意して行かれてるんで、ただ行った先で当たり外れどうして

もあるんですよね、非常に勉強になったとこもあれば、そうなかったなというのも正直、

これはもう、行かないとなかなかわからない、逆に行った先でマイナスな勉強もあるん

ですよね、これはやらないほうがいいですよとか、行ってみたら若干ニュアンスが違っ

てたとか、それも含めて、今後取り入れることできるんで、委員会での視察と、政務活

動費的なやつはちょっと、質が違うというかね、とらえ方が違うのかなという気がしま

す。 

○委員長（饗庭敦子委員）

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（饗庭敦子委員） 

委員会を再開いたします。１３条でもう一つ、議会図書室というところで、私も書い

てますけど、前から図書室が暗いのと使いづらいというのがあるので、場所は、今後検

討していく必要があるかなというところですが、条文としてはですね、これでいいかと

思うので、図書室の検討もしていくということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

では、その次の議員研修の充実化というところでは、堤委員からシーボルト大学との

連携と、評論家による政策談話中心に、というのは町村議会の話かなと思うんですが、



いかがでしょうか。皆さんの御意見と、堤さんも補足があればどうぞ。御意見なければ

これも条文はこれでいくということで、今後の研修に当たっては、ここの議会内でする

分と町村議会でする分にもいろんな御意見が、あるかと思うので、それはその時の研修

に当たって進めていくということでよろしいですか。堤委員。申し訳ありません、シー

ボルト大学との連携なんですけれども、大津市議会視察に行ったときに大学との連携が

ありまして、長与町にはシーボルト大学があるということで、先日シーボルト大学のホ

ームページを調べてどういう連携が、できるのかなというのを当たってみたら、いわゆ

る情報発信とか情報メディアの関係の学部があるというのが分かって、それなら長与町

のいろんな福祉とか何とか、たしか福祉の、看護なんかもあるんですけども、それ以外

で、例えば情報発信について有効な、議会としての情報発信を大学の専門的な知見も活

用してですね、そういう、良い連携ができないのかなというのがあって、こういうふう

な書き方をしたのと、それから、評論家というのは、これはちょっとここで書くのは適

切だったか分からないんですけども、いわゆる、町村議会議員の研修で、たびたび参加

する中で、非常に最近は有効な研修もあるんですけども、どうしても、テレビによく出

てる評論家の方なんかの話で、これは果たして、我々が議員として聞いて、何か今後の

議会活動に役立つかなと言われたときに、もう少し、先日その大学の先生に来てもらっ

て、ポストイットを貼る、ああいう研修なら非常に役に立つんですけども、例えば、私

はどこどこの大臣と仲が良くてとか、そういう話をされても、余りこう意味がないのか

なと思うので、むしろ、講師を選定するに当たって、何かしら役に立つようなものに限

定っていうかね、できれば、そういうものにしてもらえればなという感想でした。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

１３条の、研修報告は全議員が作成するというのは、ここに書いてあったのかな、２

項の後でも構わないんですけども。これは今実現をしてもらったですよね、ただ、実現

はしたけども、議員によって非常に温度差がある。１００度の人からマイナス１０度と

かそういう感じの、でも、基本的にですよ、あれは情報公開の対象ですよね、そうする

と、ああいう視察研修、調査研修の報告書はあれでいいのか、これは少しやっぱり問題

にせんばいかんとじゃないかなと。触らぬ神に祟りなし、敵にしとけば、その議員が、

いろいろ批判される、非難されることは、それは構わんと思います。でも議会が、これ

でよかったんかという、そういう問題にもなってくる気がするんですよね。この前あれ

を見とって、本当にびっくりして、たった一行で、年４回開催頑張ってくださいとか、

全くその、他人事のような、やり方が出とったですね。そういった意味では、逆に、あ

れを受け取った委員長、あるいは委員長からそれを受け取った議長、ここらへんが指導

力を、発揮する必要がないのかなという、思いがしております。そこをまだ書いてなか

ったんですが、そういう思いで、全議員が報告という形にさせてもらいました。 



○委員長（饗庭敦子委員）

いかがでしょうか。先日、研修報告は全協のとき配布されたので、皆さんもう御存じ

のことかと思いますが、やはり指導は私も必要かなと思ってるところですが、指導する

っていうのは非常に、難しいのかと思いますが、議長の意見を伺いたいと思います。 

○議長（内村博法議員）

今度いずれにしろ全議員協議会でこれを話すわけですよね。だから、先ほど喜々津委

員が仰った、この作成の内容ですね、これも、やはり、書いたやつを住民が見られるわ

けだから、実際に私もこの前ちょっと述べたんだけども、公開すべきだと思う、ホーム

ページに、こういうことをね、私自身は言ったわけですよね。だから公開するという前

提に立てばもうこういうことは書けない、一行で書くとかね。本人も自覚するようにな

ってくるんじゃないかなと思うんですよね。だから本当はもう、開かれた議会にするた

めには、全部、情報をね、ホームページに載せるべきじゃないかと思ってるんですよ。

その中でね、例えばおかしいところがあったら議長なり、委員長なりがね、指導して、

これはもう当然のことですよ。しかし、最終的には、ホームページに記載すべきじゃな

いかなと、こう思ってるんですよね。この前もちょっと、誰かの、議員の中でね、あん

まり悪口を書けないというね、のがあって、ちょっと載せるのは、今後の検討課題とい

うことで終わったんですけれども、行ってですね、良いところと悪いところと、あるん

ですよね、これはこれで、別に、悪ければ悪いように、書いてもらっても一向に構わな

いし、そこで、そういう批判が出てくれば、私が、議長が、批判が出ればですね、受け

て立ちたいと思います、他自治体から言われたらですね。そういうこともねい、僕は考

えているんですけども、このあたりがね、やっぱり情報の公開ということで、最終的に、

やったほうがいいのではないかとこう思ってます。異論が皆さんあるかもしれませんけ

れども、あえて私の意見を聞かれれば、そういうことでございます。 

○委員長（饗庭敦子委員）

情報公開も関係するかと思うんですけれども、情報公開の前にですね、今言われたの

は指導が必要ではないかというところなので、それを議長、委員長・議長しかいないか

らですね、どうかというところを問いたかったので、情報公開自体は前回も話し合った

と思うので、また、機会があれば進めていきたいというところなんですが、その前にで

すね、今回これをするに当たって、全協で個別に言うわけではございませんので、全協

でこうなりましたという報告をすることになるかなと思うんですね。そうしたときには

やはり個人的な指導が必要なものか、それをもう良しとするものかっていうのは議長に

も、考えていただくしかないのかなと思っているとこですけど、そのあたりはいかがで

しょう。議長。 

○議長（内村博法議員）

一般質問でもね、ちょっと別な話なんですけれども、一般質問でも、悪いところは、

事務局でもね、訂正してもらってるんですよ、内容をね。同じような要領でね、やって



いけますんで、それはそれで良いと思いますよ。ただ全員協議会ではね、やはりこの、

出張報告は、この視察報告書はね、やはり、住民から求められればね、閲覧できると、

そこまでは一応決めたわけですから、閲覧できるような内容にまではね、皆さん、頭に

置いて書いてくださいよということは、一言言わないといけない。 

○委員長（饗庭敦子委員）

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（饗庭敦子委員） 

はい、では、委員会を再開いたします。研修報告については、所見を記載することと、

そこに不備が見られる場合は、委員長・議長の判断によって差し戻しをするということ

を全協で伝えたいと思います。では、１４条に行ってよろしいですか。では１４条の議

会事務局というところで、最初のところは、安部議員の議会に見えるような形で取り組

んでほしい、議員からの条例などが提出された際の補助の充実の強化、と出てるのと、

安藤さんから、具体的にどう取り組むべきか、というところですが、皆さん御意見を伺

いたいと思います。はい、喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

あえて言わせてもらえば、基本的にやっぱり法務機能、特に議会基本条例とか、そう

いうものを作る段階で、私たちは議会事務局の職員のいろんな調査、能力、そういった

ものをですね、非常に借りました。助かりました。したがって、それを生かすように、

議員側もやっぱりしかけていかんばいかん。だから、安部議員のここに書いとることも、

やっぱりそういう考えがあればどんどん、事務局があり、法令、そういったものに対す

る、調査をしてくださいとかね、言えばできることですので。それともう一点は、これ

を作る段階でも、人事に関する議長の問題。どんどんやっぱり専門的機能を持った職員

の育成せんばいかんと同時に、くらくら、逆に変えれても困るという問題もあるわけで、

そういう意味で、議長が、やっぱり議会を代表して、首長と話をするということは必要

じゃなかとかなというそういう思いで、１項２項は作ったつもりだったですね。以上で

す。 

○委員長（饗庭敦子委員）

他に、御意見ありますか。今、作った趣旨を説明していただいたかと思いますが、よ

ろしいですか。では、第２項のところで、議長は議会事務局の組織体制の整備を図るた

め必要に応じて町長と協議するものとする。これは今、喜々津委員からも出ましたけれ

ども、やはり議会事務局と協力して、私たちがいろいろ今後政策提案も含めて進めてい

く場合に、やっぱりその法務機能とかですね、専門的なところが必要かと思うので、そ

の分もしていただければっていう形で、この条文もこのままでいいかと思いますが、議

長の検討する必要があるっていうのもありますが、このあたりはいかがでしょうか。 

○議長（内村博法議員）



文字どおり、検討する必要があると感じております。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

はい。では１４条もこれでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

次に、１５条っていうところで、広報広聴機能の充実、というところで、町民にわか

りやすく周知する、これは取り組んでいるという中で、取り組んでないっていう方が今

のところ０％なので、このまま進めたいと思いますがよろしいですか。はい。次の広報

手段ですね。手段は今いろいろ使っていますが、確かに十分とは言えないと思いますの

で、ここも検討していく必要があるかと思いますが、条文的には何かつけ加えるものと

かございますか。はい、ではこれも進めていくという形で、３番目は、もう常任委員会

ができたので削除するということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。では１６条ということで、調査機関の設置っていうところでは、調査機関をお

そらく設置してないと思うんですが、ここも取り組んでいるという方もいらっしゃるが、

まだ設置はしたことがないと思います。なので今後、要綱を定める必要があるというと

ころでは、要綱も必要かなと思いますが、皆さんいかがでしょうか。西岡委員。 

○副委員長（西岡克之委員）

これはですよ、ここで、例えば、条文の通りいくか条文を整理するか分かりませんけ

ども、定めても、調査っていう形は、委員会とかには調査権はないわけですよね。全員

協議会にも調査権はないので、法的に認められてる調査権というのをどういうふうに捉

えるかっていうのも必要になってくるんじゃないですか。単なる調べるだけの調査に終

わるのか、それともそれより奥に入っていく調査っていうふうにとらえるのかそこでち

ょっと違ってくるんじゃないかなと思います。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（饗庭敦子委員） 

では委員会を再開します。調査機関の設置は１００条の２に基づいて、できるという

ことで理解して進めていきたいと思います。条文についてはよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

では次の１７条で政治倫理条例っていうところで、これは取り組んでいるっていうと

ころですので、ここで喜々津委員の意見で再検討すべきというところがありますが、こ

れを御説明をいただければと思います。喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

これを書いたのはですね、安藤議員が委員長として、骨を折ってくれていろいろ準備

をしよったけれども、最終的には、骨抜きに近いような形で、この条例に落ちついたわ



けですね。やっぱりもう少し、これを見直すべきじゃないかと思ったのは、議員が、例

えば、この前一般質問でもあったように議員が、役場の職員に対していろいろ要請に来

たとか、こういったものが、圧力ととられて、そういったものを公表するという話もあ

ったしね。私はあれは逆に議員の、議員活動を、逆に言えば、狭めることにもつながる

という、地区のことで、良かれと思って相談しに行ったところが、それが圧力をかけら

れてどうのこうのとかね、そういうのはまあ、ないかもしれんけども、そういった意味

では、今度は議会、執行側が、そういう議員から、議員の身分を利用して、いろいろ圧

力を、ここに反すると、倫理基準に反するような事があったときに、議長に対して、執

行側から報告書を提出をさせるとか、そういった部分が、ちょっと抜けておるという気

がしたんですよ。従って、見直しが必要ではないかというふうに私は書いたんですね。

まだ具体的にそのどうこうじゃなかったんですけれども、そういう状況でした。 

○委員長（饗庭敦子委員）

ほかに御意見はございませんか。課長。 

○議事課長（中山庄治君）

基本条例についての条文の話からちょっとそれますけど、倫理条例のですね、条項の、

委任という第８条の中に、この条例の規則に関し必要な事項は、規則で定めるというこ

とが書いてあるんですが、これいろいろ調べてみますと、規則を公布できるのは、町長

だけなので、ここは、後の議題になろうかと思いますけど、別に定めるとか、規則以外

の文言で訂正する必要があるんじゃないかなと思います。後の議題になると思いますけ

ど。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

議長。 

○議長（内村博法議員）

規則に定めるっていうのはですね、この前喜々津委員が指摘してた、コメントとして

入れてたんですけどね、これが抜けてるんですよね、この中には。それを入れとったん

ですけども、まさに今課長が言われた、そこのところをね、見直す必要があるのではな

いかなと思います。 

○委員長（饗庭敦子委員）

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

６月１１日の第３回の議会運営委員会だったろうと思うんですが、政治倫理条例８条

の規則で定めるは、でできないと、別に定めるとすると、決定というふうにしていたけ

ども、この前の議会では何もしなかったのかな。 

○委員長（饗庭敦子委員）

今の政治倫理条例の分は、前回行っておりませんので、次回議題に上げて、次回の定

例会前に決定したいと思います。今仰っている政治倫理条例は、再検討すべきというの



は政治倫理条例を再検討すべきということで、ここに掲げてある基本条例の中のこの文

章は、もうこれでいいということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

政治倫理条例については、今の規則のところは、次のときに上げたいと思いますので、

よろしいでしょうか。はい、課長。 

○議事課長（中山庄治君）

先ほど、すいません、説明不足で、１６条のですね、学識経験を有するもので構成す

る調査機関を設置することができるということでありますが、１００条の２は、地方公

共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項にかかわる調査を、学識経験を有

する者にさせることができるということで、機関を設けることができるということでは

ないですね、調査していただいて、そこに、議会で調査機関を作るとか、そういうのは、

基本条例ではできるのかなと思うので、この１００条の２の、学識経験者の方に、そこ

に入ってもらうというのは、１００条の２を使ってですね、調査をしていただいて、１

００条の２を生かして調査をさしていただいて、基本条例の１６条にある、調査期間中

で、調査結果を述べてもらうというのは可能だと思います。直接、調査機関ができると

いう１００条の２の条文ではなかったのでですね。調査をさせることができるという条

文だけです。１００条の２はですね。すいません、ちょっと説明不足でございました。

調査機関は、作るというのは、１００条にはございません。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

では議員定数のところは、よろしいですかね。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。議員報酬も、議員報酬条例に基づいてっていうことなので、よろしいですかね。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。次の２０条の災害対応について、というところなんですけれども、体制の再確

認をというのと充実が必要だというところですが、この条文的にはこれでよろしいです

かね。 

（「異議なし」の声あり） 

次の２が、議会や災害の緊急事態が発生し、長与町災害対策本部が設置されたときは

別に定める要領により活動を行うものとするというところで、私は議会ＢＣＰも検討は

していくけども今のところすぐにということではないので、この条文でいいかと思いま

すが、喜々津委員の要領は見直した方がいいということでですよね。はい。なので条文

的には、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。次の見直し手続に行ってよろしいですか。２１条の見直し手続で、ここで条例

を改正するというのは多分、私が入れたんだと思うんですか。この一般選挙を終えた時

にも、見直しをするというの入れておいた方がいいのではないかというところでここに



条文加えてはどうかという提案をしておりますが、いかがでしょうか。喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

基本的に一般選挙を経た後見直しをという意味は分からんわけじゃなかですけれども、

一般選挙が終わった後、４年間、この中で見直しをするというのは別に一般選挙を入れ

んでも、この条文で事足りる。私はそういうふうに思いますけど。ただ一般選挙を経た

後、すぐ研修会をせんばいかんというものについては、前の方で謳っておりましたよね。

それと同時に見直しもせんばいかんというのはちょっと意味が違うし、この条文をその

まま当てはめても十分対応できると、私のそう思います。以上です。 

○委員長（饗庭敦子委員）

他にございませんか。仰るように、確かにそのままの条文でもできないことはないけ

ど、一般選挙終わったら、必ず見直しましょうねっていう、強調したことで多分、書い

たような、ちょっと前に考えたのであれですけど。と思うので、そのままでいいってい

う方が多くもあるので、この見直し手続のところはそのままこの条例でいいということ

でよろしいでしょうかね。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。では、次の２は、改正するに当たっては、本会議において、理由を説明しなけ

ればならないということで、これは、このままいいかと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。以上で、見直し終わりますけれども、その他の意見で議長からの御意見がござ

いますが、これについてはいかがでしょうか。議長。 

○議長（内村博法議員）

書いてある通りですね。それでですね、やはり、開かれた議会とかいろいろこの前文

でも謳われてるしですね、やっぱり、それを、議会や議員の活動内容をですね、十分に

わかりやすく発信するということが必要と考えております。今、やはりですね、議会に

対する不信っていうのがやっぱり、議会の活動を知らないという人たちがいるのがやっ

ぱり、根底にあるわけですね。また知ろうともしないという方も、実際におられること

は事実なんですね。だからそれをいかにして、議会の方に引きつけるかということ、に

なるわけですけども、やっぱりその手段としてのやっぱり、住民とのですね、やはり利

害関係がないのも一つ大きな原因だと思うんですよね。だから、身近な問題、例えば、

図書館建設とかですね、住民にとって非常に切実な問題とか、こういった問題をね、や

っぱり議会報告会とか、それから、住民懇談会とかですね、そういうのをやっぱり取り

上げていったら、住民も関心を持つであろうし、そしてまたさらにですね、その他にで

すねやっぱり質の高い内容をですね、配信していくということも必要でないかなと思い

ます。そうでないと、やっぱり、傍聴者も増えないしですね。議会報告者の参加者も増

えないということになるわけですね。そのあたりをやっぱり工夫していくということが

大事じゃないかなと思います。①についてはそういう意味で、書いております。それか



ら②はですね、ずっと前に、定数削減のときにですね、住民へのアンケートをとったん

ですよね、皆さん御存じと思うんですけどね。その後ですねやっぱりこの同じようなや

っぱりアンケートをとって、住民がどういうふうに考えてるか、もうあれから何年もた

ってますからね、とる必要があるんじゃないかなと思うんですよ。今は、住民がどのよ

うに考えてるか、議会に対してですね。そういうアンケートもとって、一つ検証するい

うのも必要でないかなということで②を上げております。 

○委員長（饗庭敦子委員）

今の御説明に皆さんからの御意見はございませんか。喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員）

今、多分議長の話聞いとると、この議会基本条例に関するアンケートということでは

なかったというふうに、それでいいんですかね。 

○委員長（饗庭敦子委員）

基本条例に関するアンケートではないということですので、このアンケートに関して

は、どんなの目的で何をするかっていうのが必要になってくるかなと思うんですね。だ

から議会運営委員会でするべきアンケートなのか、どこでとるべきアンケートなのかち

ょっと漠然としてて、見ないところがございますので、今後の議会運営委員会の中で必

要な時に、アンケートが必要かどうかっていうところも含めて検討していきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい、ではこの検証はこれで終わりたいと思うんですがこの検証の結果を、はい、そ

れではこの結果を全協で報告するに当たって、どんな形でするかっていうので、強打し

た資料を基に報告するという形でよろしいですかね。あと条文変更のとこだけ、明記し

て、抜粋してやると。このアンケート結果はどうでしょうか。皆さんにせっかく書いて

いただいたので自分の分がどのあたりになるかっていうのもあるでしょうから、これは

添付して今日条例を改正する分と、いろんな問題点があった分は別に作成して抜粋とい

う形で報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

では３時までなのでこのまま続けてもよろしいでしょうか。はい。では次のタブレッ

ト導入についてというところなんですけれども、前回研修に行った時に皆さんの報告書

をいただいて、タブレットを導入した方がいいっていうのと、今しばらく検討が必要と

いろんな御意見があったかと思うんですが、このタブレット導入に向けて、基本的に持

ち込みが可というところから進めていってはどうかと思うんですけれども、そのあたり

で、皆さんの御意見をいただければと思います。安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

はい、河野委員がおっしゃってたのかな、こないだ視察した宝塚市とかみたいな形に

いきなりするのは無理だと思うんですよね。だから、最終的にああいったのを目指して



いきたいなとは思うんですけれども、現状の、今できることをからっていうことを考え

ると、自分の手持ちのものを持ち込める、持ち込んでいい、今も厳密に言えば、携帯電

話、スマートフォン、電子手帳も厳密に言えば多分だめなのかなと思うんだけど実際は

皆さん手元に置いていらっしゃいますよね。ですので、それを、オープンにできるよう

にする。そういった形からスタートしてはいかがかなと思います。 

○委員長（饗庭敦子委員）

他いかがでしょうか。今御意見が出ましたように、スマートフォンも今、持ち込みさ

れている状況ではありますけれども、これで、タブレットを含めて電子機器と言ってい

いのかよくわからないんですけど、タブレット、スマホ、情報を得るものに関しては、

個人のものを持ち込み可としていきたいというところで、進めていってよろしいでしょ

うか。はい、しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（饗庭敦子委員） 

はい、委員会を再開します。タブレット導入については、個人の持っているのを、導

入に向けて、進めていくというところで、ちょっとその、デメリットのところもですね、

こういうところが問題だっていうのを上げて、進めていって、試験的導入という形でで

すね、していきたいと思いますけれども、タブレット導入という、問題については導入

ということでなくて、タブレット電子機器の持ち込みというところで、進めていくとい

うことで、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。では次にその一般質問についてというところで、ちょっと今日はもう時間がな

いんですけれども前回出てた質問の時間で、議員と答弁とどっちがっていうのを計って

いただいたので、その結果を報告いただいて、その後の課題はちょっとまた次にしたい

と思いますので報告お願いします。ちょっと時間がかかるので次の、情報公開について

は今日議会基本条例の中でもやっぱり情報についてはかなり公開に向けてやることが、

たくさんあるかなっていうふうに思ってるのと、公開できた分もね、あるかと思うんで

すね。それをちょっと、詳細に資料をつくってから次回またこれも検討したいというふ

うに思います。そして、その他のところで、先に皆さんから何か御意見があればその点

を、先にしたいと思いますけれどもいかがでしょうか。河野委員。 

○委員（河野龍二委員）

ここで確認した方がいいと思うんですけども、今常任委員会の委員会報告をですよ、

それぞれ、所管の常任委員には、委員長がつくったのを渡してますよね。これも、全議

員にそれぞれ渡すというふうな形にしていったらどうかなと、ちょっと思っています。

それの方が非常に説明してる中身もわかりやすいと思うし、公開のですね、準備資料に

もなると思うんでですね。ちょっとそれはそういうふうに進めていったらどうかなとい

うふうに思ってます。それぞれ、喜々津委員長が始めたもんですから私も、今度の議会



から委員の皆さんには報告書をお渡ししたんですけども、それもちょっと、ちゃんとし

た、形式化したほうがいいかなというふうに思いますので、検討していただければと思

います。以上です。常任委員長の委員会報告について、ペーパーで全議員に渡したらど

うかっていうのとそれを書式化するということですかね、提案されましたけれども、み

なさんいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

では異議なしということですので、報告書は、全議員に配布すると。書式については、

両委員長で話し合っていただければ、良いかなって思いますので、よろしくお願いした

いと思います。では課長お願いします。 

○議事課長（中山庄治君）

それでは、一般質問の時間を発表いたします。データは２７年６月定例会の一般質問

時で、残念なことに、喜々津委員の分はございませんので御了承ください。まず、饗庭

委員長。１時間のうち、饗庭委員長の発言時間は２２分５秒です。２２分５秒、３７％。

次、すみません、２６年１２月があります。議長です。２７分４３秒、約４５％。次、

河野議員。トップです。３９分３５秒。６５％これが６月議会ですね。安藤議員。これ

が２７年６月議会。２６分４６秒。５４％、最後になります。西岡議員。２９分４６秒。

約５０％で、堤議員の分、調査物件ございません。調べさせて堤議員には、後程報告し

ます。 

○委員長（饗庭敦子委員）

先日皆さん質問の時間がどのくらいかっていうことで、一般質問の研修を受けた時に

ですね、３０分ずつぐらいがいいのではないかということで、傾向として、調べていた

だいたんですが、ほぼ３０分以内という形、河野さん以外、これをどうするかっていう

のは時間だけの問題ではないかと思いますので、それも含めて一般質問について、先ほ

どありました通告書の問題もですね、あるので、次回、ここも進めていきたいというふ

うに思いますので、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

次の日程はですね、１０月２０日の火曜日は、いかがでしょうか。しばらく休憩しま

す。 

（暫時休憩） 

○委員長（饗庭敦子委員） 

はい、では委員会は再開いたします。次回は１０月３０日の特別委員会終了後に行い

ますので、それぞれ皆さん方、意見を考えてきていただければというふうに思います。

それでは今日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 



委員長 


